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１．調査研究の目的及び実施方法 

１．１ 調査研究の目的 

船舶に搭載される救命胴衣は、外洋での海難・水難事故における非常脱出用として使用され、所

謂法令上の救命設備として、船舶安全法及び関連規則に基づき、救助に要する時間や発見の容易

さ等を考慮しその浮力や強度等について性能基準が定められている。 

一方、船舶安全法における検査対象外の船を利用して、釣りやカヌーその他河川・海浜レジャー

等を楽しむことを目的として使用される法定備品ではない個人用の浮力補助具（以下「レジャー用ラ

イフジャケット」という。）は、基本的には直ちに救助できる条件下で使用されることなどから、強制の

性能基準はなく、個々の製造者が独自の基準で製造しており、浮力や強度等の性能は千差万別で

ある。 

そのような中、利用者がレジャー用ライフジャケットの性能を認識していないことや、一部粗悪品の

流通も懸念され、現状のままでは、かえって、人命に係わる危険性が増大する恐れもある。 

本調査研究では、救命胴衣に関する有識者の知見を活用し、レジャー用ライフジャケットに関する

業界の利用できる性能基準を設け、その基準を満足するものにマークを貼付・明示することによって、

利用者が容易にレジャー用ライフジャケットの性能を判断できるような仕組みづくりを目指した。 

１．２ 調査研究の内容及び実施方法 

「レジャーで使用する個人用の浮力補助具に関する業界の性能基準策定支援技術委員会」及び

「レジャーで使用する個人用の浮力補助具に関する業界の性能基準策定支援技術委員会ワーキン

ググループ」（委員会、ワーキンググループともに、日本小型船舶検査機構が事務局）を設置して性

能基準を検討し、業界案をまとめた。 

１．３ 委員会等について 

１．３．１ 委員会等の構成（委員５０音順） 

委 員 長 太 田  進 独立行政法人海上技術安全研究所 

国際連携センター長 

委 員 内 野  一 弘 一般社団法人日本マリン事業協会 技術委員長 

委 員 柿 沼  清 英 一般社団法人日本釣用品工業会 理事 

委 員 工 藤  裕 章 日本カヌー工業会 理事長 

（株式会社モンベル 常務取締役） 

委 員 坂 井  正 博 一般財団法人日本舶用品検定協会 調査研究部次長 

委 員 高 階  才 文 高階救命器具株式会社 副社長 

委 員 高 田  義 則 東洋物産株式会社 取締役 

委 員 長 澤  進 一般社団法人日本船舶品質管理協会 

製品安全評価センター 環境・救命研究グループ長 
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委 員 藤 原  尚 雄 一般社団法人ラフティング協会 専務理事 

関 係 官 庁 加 藤  光 一 国土交通省 海事局 安全政策課長 

関 係 官 庁 宮 武  宜 史 国土交通省 海事局 船舶産業課舟艇室長 

関 係 官 庁 園 田  敏 彦 国土交通省 海事局 検査測度課長 

オブザーバー 新 井  信 行 日本カヌー工業会 事務局 

オブザーバー 板 垣  恒 男 一般社団法人日本船舶品質管理協会 

製品安全評価センター 技術顧問 

オブザーバー 遠 藤  卓 男 公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団 

事業部 海洋教育課 課長 

オブザーバー 齋 藤 哲 グローブライド株式会社 フィッシング事業部 

ＴＴ開発部 ＴＴ開発課長 

オブザーバー 菅 原  一 成 公益財団法人河川財団 子どもの水辺サポートセンター 

研究員 

オブザーバー 吉 野  英 夫 公益財団法人河川財団 子どもの水辺サポートセンター 

センター次長 

日 本 小 型 船 舶 検 査 機 構 理 事 秋 田 務 

  （以下、事務局） 業務部 業務部長 岩 本 泉 

業務部 検査検定課長 山本 眞佐夫 

業務部 検査検定課 課長代理 松 井  英 治 

業務部 検査検定課 係長 緑 川  靖 史 

業務部 調査企画課長 三 野  雅 弘 

業務部 調査企画課 課長代理 河 村  輝 義 

（同上前任者 築 山  直 樹） 

業務部 調査企画課 金 子  知 布 

ワーキングループ１（釣り業界を主とする WG） 

座 長 板 垣  恒 男 一般社団法人日本船舶品質管理協会 

製品安全評価センター 技術顧問 

委 員 内 野  一 弘 一般社団法人日本マリン事業協会 技術委員長 

委 員 太 田 進 独立行政法人海上技術安全研究所 

国際連携センター長 

委 員 柿 沼  清 英 一般社団法人日本釣用品工業会 理事 

委 員 坂 井  正 博 一般財団法人日本舶用品検定協会 

調査研究部次長 

委 員 高 階  才 文 高階救命器具株式会社 副社長 

委 員 高 田  義 則 東洋物産株式会社 取締役 
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委 員 長 澤  進 一般社団法人日本船舶品質管理協会 

製品安全評価センター 環境・救命研究グループ長 

関 係 官 庁 加 藤  光 一 国土交通省 海事局 安全政策課長 

関 係 官 庁 宮 武  宜 史 国土交通省 海事局 船舶産業課舟艇室長 

関 係 官 庁 園 田  敏 彦 国土交通省 海事局 検査測度課長 

オブザーバー 齋 藤  哲 グローブライド株式会社 フィッシング事業部 

ＴＴ開発部 ＴＴ開発課長 

日本小型船舶検査機構  事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワーキングループ２（カヌー、カヤック及びラフティング業界を主とする WG） 

座 長 板 垣  恒 男 一般社団法人日本船舶品質管理協会 

製品安全評価センター 技術顧問 

委 員 内 野  一 弘 一般社団法人日本マリン事業協会 技術委員長 

委 員 太 田  進 独立行政法人海上技術安全研究所 

国際連携センター長 

委 員 工 藤  裕 章 日本カヌー工業会 理事長 

（株式会社モンベル 常務取締役） 

委 員 坂 井  正 博 一般財団法人日本舶用品検定協会 

調査研究部次長 

委 員 高 階  才 文 高階救命器具株式会社 副社長 

委 員 高 田  義 則 東洋物産株式会社 取締役 

委 員 長 澤  進 一般社団法人日本船舶品質管理協会 

製品安全評価センター 環境・救命研究グループ長 

委 員 藤 原  尚 雄 一般社団法人ラフティング協会 専務理事 

関 係 官 庁 加 藤  光 一 国土交通省 海事局 安全政策課長 

関 係 官 庁 宮 武  宜 史 国土交通省 海事局 船舶産業課舟艇室長 

関 係 官 庁 園 田  敏 彦 国土交通省 海事局 検査測度課長 

オブザーバー 新 井  信 行 日本カヌー工業会 事務局 

オブザーバー 遠 藤  卓 男 公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団

事業部 海洋教育課 部長 

日本小型船舶検査機構  事務局 
 

 

１．３．２ 委員会等の開催 

第１回 委員会 

① 開 催 年 月 日 平成 26 年 4 月 21 日（月） 

② 開 催 場 所 日本小型船舶検査機構 第一会議室 
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委 員 藤 原  尚 雄 一般社団法人ラフティング協会 専務理事 

関 係 官 庁 加 藤  光 一 国土交通省 海事局 安全政策課長 

関 係 官 庁 宮 武  宜 史 国土交通省 海事局 船舶産業課舟艇室長 

関 係 官 庁 園 田  敏 彦 国土交通省 海事局 検査測度課長 

オブザーバー 新 井  信 行 日本カヌー工業会 事務局 

オブザーバー 板 垣  恒 男 一般社団法人日本船舶品質管理協会 

製品安全評価センター 技術顧問 

オブザーバー 遠 藤  卓 男 公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団 

事業部 海洋教育課 課長 

オブザーバー 齋 藤  哲 グローブライド株式会社 フィッシング事業部 

ＴＴ開発部 ＴＴ開発課長 

オブザーバー 菅 原  一 成 公益財団法人河川財団 子どもの水辺サポートセンター 

研究員 

オブザーバー 吉 野  英 夫 公益財団法人河川財団 子どもの水辺サポートセンター 

センター次長 

日本小型船舶検査機構 理 事  秋 田  務 

   （以下、事務局） 業務部 業務部長 岩 本  泉 

 業務部 検査検定課長 山本 眞佐夫 

 業務部 検査検定課 課長代理 松 井  英 治 

 業務部 検査検定課 係長 緑 川  靖 史 

 業務部 調査企画課長 三 野  雅 弘 

 業務部 調査企画課 課長代理 河 村  輝 義 

 （同上前任者 築 山  直 樹） 

 業務部 調査企画課 金 子  知 布 

 

ワーキングループ１（釣り業界を主とする WG） 

座 長 板 垣  恒 男 一般社団法人日本船舶品質管理協会 

製品安全評価センター 技術顧問 

委 員 内 野  一 弘 一般社団法人日本マリン事業協会 技術委員長 

委 員 太 田  進 独立行政法人海上技術安全研究所 

国際連携センター長 

委 員 柿 沼  清 英 一般社団法人日本釣工業会 理事 

委 員 坂 井  正 博 一般財団法人日本舶用品検定協会 

調査研究部次長 

委 員 高 階  才 文 高階救命器具株式会社 副社長 

委 員 高 田  義 則 東洋物産株式会社 取締役 
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② 開 催 場 所 日本小型船舶検査機構 第一会議室 

③ 議 事 次 第 

 （1）第 2 回委員会議事録の確認 

 （2）WG1 及び WG2 の結果報告 

 （3）レジャーで使用する個人用浮力補助具の性能基準案 

 

第４回 委員会 

① 開 催 年 月 日 平成 26 年 11 月 25 日（火） 

② 開 催 場 所 ルーテル市ヶ谷センター 第一会議室 

③ 議 事 次 第 

 （1）第 3 回委員会議事録の確認 

 （2）レジャー用ライフジャケットの性能確認試験基準（案） 

 （3）性能基準の位置付けについて 

 （4）事業報告書（案）の骨子について 

 （5）今後の予定について 

 （6）その他 

 

第５回 委員会 

① 開 催 年 月 日 平成 2７年 3 月 9 日（月） 

② 開 催 場 所 日本小型船舶検査機構 第一会議室 

③ 議 事 次 第 

 （1）第 4 回委員会議事録の確認 

 （2）レジャー用ライフジャケットの性能確認試験基準 

 （3）性能基準を満たすレジャー用ライフジャケットの普及について 

 （4）基準を満たすレジャー用ライフジャケットの普及について 

 （5）今後の課題 

 （6）事業報告書（案）について 

 （7）その他 
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③ 議 事 次 第 

 （1）挨拶（秋田業務担当理事） 

 （2）委員等の紹介 

 （3）委員長の選出 

 （4）事業計画について 

 （5）小型船舶用浮力補助具の国内外の技術基準について  

 （6）各業界の性能基準等の考え方について 

 （7）その他 

 

第２回 委員会 

① 開 催 年 月 日 平成 26 年 6 月 3 日（火） 

② 開 催 場 所 日本小型船舶検査機構 第一会議室 

③ 議 事 次 第    

 （1）前回議事確認 

 （2）各工業会等の意向 

 （3）用途別の性能について 

 （4）今後の進め方 

 

ワーキンググループ 1 

① 開 催 年 月 日 平成 26 年 8 月 6 日（火）午前 

② 開 催 場 所 日本小型船舶検査機構 第一会議室 

③ 議 事 次 第 

 （1）レジャー毎の事故事例について 

 （2）レジャー毎の危険因子について 

 （3）レジャー毎に求められる要件について 

 

ワーキンググループ２ 

① 開 催 年 月 日 平成 26 年 8 月 6 日（火）午後 

② 開 催 場 所 日本小型船舶検査機構 第一会議室 

③ 議 事 次 第 

 （1）レジャー毎の事故事例について 

 （2）レジャー毎の危険因子について 

 （3）レジャー毎に求められる要件について 

  

第３回 委員会 

① 開 催 年 月 日 平成 26 年 9 月 26 日（金） 
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② 開 催 場 所 日本小型船舶検査機構 第一会議室 

③ 議 事 次 第 

 （1）第 2 回委員会議事録の確認 

 （2）WG1 及び WG2 の結果報告 

 （3）レジャーで使用する個人用浮力補助具の性能基準案 

 

第４回 委員会 

① 開 催 年 月 日 平成 26 年 11 月 25 日（火） 

② 開 催 場 所 ルーテル市ヶ谷センター 第一会議室 

③ 議 事 次 第 

 （1）第 3 回委員会議事録の確認 

 （2）レジャー用ライフジャケットの性能確認試験基準（案） 

 （3）性能基準の位置付けについて 

 （4）事業報告書（案）の骨子について 

 （5）今後の予定について 

 （6）その他 

 

第５回 委員会 

① 開 催 年 月 日 平成 2７年 3 月 9 日（月） 

② 開 催 場 所 日本小型船舶検査機構 第一会議室 

③ 議 事 次 第 

 （1）第 4 回委員会議事録の確認 

 （2）レジャー用ライフジャケットの性能確認試験基準 

 （3）性能基準を満たすレジャー用ライフジャケットの普及について 

 （4）基準を満たすレジャー用ライフジャケットの普及について 

 （5）今後の課題 

 （6）事業報告書（案）について 

 （7）その他 
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③ 議 事 次 第 

 （1）挨拶（秋田業務担当理事） 

 （2）委員等の紹介 

 （3）委員長の選出 

 （4）事業計画について 

 （5）小型船舶用浮力補助具の国内外の技術基準について  

 （6）各業界の性能基準等の考え方について 

 （7）その他 

 

第２回 委員会 

① 開 催 年 月 日 平成 26 年 6 月 3 日（火） 

② 開 催 場 所 日本小型船舶検査機構 第一会議室 

③ 議 事 次 第    

 （1）前回議事確認 

 （2）各工業会等の意向 

 （3）用途別の性能について 

 （4）今後の進め方 

 

ワーキンググループ 1 

① 開 催 年 月 日 平成 26 年 8 月 6 日（火）午前 

② 開 催 場 所 日本小型船舶検査機構 第一会議室 

③ 議 事 次 第 

 （1）レジャー毎の事故事例について 

 （2）レジャー毎の危険因子について 

 （3）レジャー毎に求められる要件について 

 

ワーキンググループ２ 

① 開 催 年 月 日 平成 26 年 8 月 6 日（火）午後 

② 開 催 場 所 日本小型船舶検査機構 第一会議室 

③ 議 事 次 第 

 （1）レジャー毎の事故事例について 

 （2）レジャー毎の危険因子について 

 （3）レジャー毎に求められる要件について 

  

第３回 委員会 

① 開 催 年 月 日 平成 26 年 9 月 26 日（金） 
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の用途（業界）毎の利用環境を把握する必要があることから、各団体に対するアンケー

ト調査を行った。アンケート調査は、委員会委員（民間会社を除く）である一般社団法

人日本マリン事業協会、一般社団法人日本釣用品工業会、日本カヌー工業会、一般社団

法人ラフティング協会、公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団の５団

体に対して、レジャー用ライフジャケットの性能基準の必要性の他、それぞれの用途に

応じた考慮すべき点（特徴）などを問うものである。なお、今回の委員会における審議

事項ではないものの、性能基準の策定主体及び性能基準に適合しているかどうかの確認

方法についても意見を聞いた。資料２-１にアンケート調査の内容を示す。 

 

資料２-１ アンケート調査の内容 

問１ 貴業界において、浮力補助具に関して性能基準が必要とお考えですか。 

                        Yes         No 

問２ 性能基準が必要とお考えの場合、貴業界が関係するレジャーのうち、具体的な用途に応

じて、検討が必要とお考えですか。その場合、【用途】の分類（単一又は複数を想定）毎に考

慮すべき点があればその要点を【特徴】として記載してください。 

【用途】            

【特徴】 

 

問３ 性能基準は、業界団体からの意見を元に、当該委員会で検討することになりますが、最終

的な策定主体は次のうちどこが適当と考えますか。 

 ①各工業会、協会 ②関係する工業会、協会連名 ③当該委員会 ④JCI 

 ⑤小型船舶関連事業協議会（第１及び２部会が救命胴衣等メーカーの集まり） 

 ⑥別途策定主体を立ち上げ（例えば「レジャー用浮力補助具基準検討会」） 

 

問４ 利用者にとっては、策定された基準への適合について、何らかの確認が行われ、わかりや

すいマークが表示されることが有益と考えられます。どのような方法で確認を行うかについて

は、メーカー、出荷数量、流通経路、販売形態等、用途別の製品の特徴を踏まえて、それぞ

れ検討、調整されるべき事項と考え、当該委員会の検討事項とはしておりませんが、この点に

ついて、現時点において工業会として何かお考えがあれば記載してください。 

 

【ご意見・ご要望等は、こちらにお書きください】 

 

平成 26 年  月 日  工業会、協会名   
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２．レジャー用ライフジャケットの用途と特徴 

 

２．１ 検討に至る背景 

船舶安全法の対象船舶で使用される救命胴衣は、関係規則においてその性能基準が

定められている。それ以外のレジャー用ライフジャケット（個人用浮遊具）について

は、法令による性能基準は存在せず、メーカーの自主的な基準により製造されている。 

 このようなレジャー用ライフジャケットは、専門の販売店、ホームセンターなどで

の店頭販売の他、インターネットでも購入可能である。レジャー用ライフジャケット

は、一般的に安価なため利用者にとって購入しやすい一方で、法令による基準が存在

しないことから、レジャー用ライフジャケットとして求められる基本的な浮力や強度

が劣るものも流通しているとの声もある。このような性能が劣後するレジャー用ライ

フジャケットを外観から把握することは困難であり、利用者は浮力や強度等の重要な

情報を知ることができないまま利用しているという実態がある。 

レジャー用ライフジャケットは、釣り、ボートフィッシング、海水浴、カヌー、ラ

フティングなど幅広い用途で大人から子供まで利用されており、さらに、潮流の速い

海域や急流での使用など使用される環境も千差万別である。そのため、レジャー用ラ

イフジャケットが、それぞれの用途や利用環境に応じた性能を有していない場合、大

きな事故に繋がるおそれがある。 

このような状況の中で、レジャー用ライフジャケットについては、その用途や使用

環境に応じた性能を確保するとともに、その性能を利用者に分かりやすく伝え、利用

者自らがレジャーの使用条件にあったレジャー用ライフジャケットを選択できる仕

組みづくりが求められている。 

これを受けて、本委員会ではレジャー用ライフジャケットの有識者や関係団体の要

望に対応して日本小型船舶検査機構を事務局とする委員会を立ち上げ、小型船舶用浮

力補助具の型式承認試験基準や国際的な標準である ISO 規格等を参考としつつ、レジ

ャー用ライフジャケットのプロトタイプ検査の性能試験のための確認試験基準を検

討した。また、日本小型船舶検査機構が当該確認試験を実施し、合格した場合の標示

内容案について参考意見としてまとめた。 

 

２．２ 各団体の意見、要望 

２．２．１ 各団体へのアンケート調査 

レジャー用ライフジャケットは、海岸、川岸における釣り、ボートフィッシング、海

水浴、カヌー、ラフティングなどその用途は幅広い。技術基準の策定にあたって、これ

らのレジャー用ライフジャケットが使用されている環境や用途を十分に精査する必要

がある。 

委員会においては、レジャー用ライフジャケットの基準策定にあたっては、それぞれ
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２．２．２ 各団体へのアンケート調査結果 

 表２-２は、各団体へのアンケート結果をまとめたものである。問１のレジャー用ライフジャケッ

トの性能基準の必要性の設問については、全回答者が必要であるとの回答であった。用途や

使用環境等について、釣りでの利用については、防波堤や磯場でのライフジャケットの

着用率が低いことから、技術基準の策定により着用率の向上を促し、安全な釣りを目指

すとされた。一方でカヌーやカヤックでの利用については、レジャー用ライフジャケッ

トの着用率は 100%であり、セルフレスキューが原則であることから、着用率向上の議

論とは別の議論が必要との意見があった。また、基本的に国の認証を受けたライフジャ

ケットのみを配布しているという団体もあり、改めてレジャー用ライフジャケットの用

途の広さが確認された。 

 

表２-２ 各団体へのアンケート結果 
設問 回答（主な意見） 備考 

問 1 性能基準の

要否 

Yes 5  

No 0 

問 2 用途・特徴 別表参照  

問 3 策定主体 ① 各工業会、協会 1 無回答 1 

重複回答 2（①又は

⑤、④又は⑥） 
② ①の連名 0 

③ 当該委員会 1 

④ JCI 2 

⑤ 小型船舶関連事業協議会 1 

⑥ 別途策定主体 1 

問 4 適合マーク Ａ団体 第三者機関  
Ｂ団体 工業会としての告知方法が必要 

Ｃ団体 何らかの適合標示は不可欠（費用

面、時術面の課題あり） 

Ｄ団体 製品標示／HP で開示を検討 

Ｅ団体 委員会の検討事項に追加するか JCI

にて検討。認証機関は JCI 

ご意見･ご要望 Ａ団体 同一性の確認について、本委員会

での検討を要す。高コストは障壁、第

三者認証は低コストが前提。 

 

Ｃ団体 未装着なレジャーとほぼ 100％装着

している業界を同じ土俵で議論する

のには無理がある。 

ISO 承認品を使用している場合、コス

トが 2 重になる。 

Ｅ団体 常時着用・安全教育が重要。現状の

法定備品より性能が明記された製品

が安価になれば購入しやすい。 
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（別表）各団体へのアンケート結果（問２） 

 用途 特徴 

Ａ 

団

体 

磯釣り 大きな波、サラシ、激しい潮流、高い足場からの落下など 

防波堤（波止）釣り（ｿﾙﾄ

ﾙｱｰﾌｨｯｼﾝﾌｸﾞ含む） 

大きな波、高い足場からの落下など 

船釣り（ｼﾞｷﾞﾝｸ、ﾄﾛｰﾘﾝ

ｸﾞ含む） 

大きな波、激しい潮流など 

淡水での釣り（ﾍﾗﾌﾞﾅ釣

り、鯉釣りなど） 

基本的には穏やかな水面での使用 

淡水での釣り（ﾎﾞｰﾄのﾊﾞ

ｽﾌｨｯｼﾝｸﾞなど） 

転覆事故等での落水など 

渓流、鮎釣り 激しい流れなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

団

体 

初心者のｶﾇｰ乗船時の

転覆（落水）対策のため

着用 

初心者はプール等も活用し、静水面、河川、海などの水面にて練

習。また海では比較的岸や陸地の近くにて練習は行うが、初心者は

転覆（落水）がつきもののため、ＬＪの着用は必須。 

中級者のｶﾇｰ乗船時の

転覆（落水）対策のため

着用 

競技は種目により、静水面、河川を使用。 

中級以上のカヌー競技者は固形・キョッキ式は漕ぎづらい。そのた

め別途薄手のＬＪを着用していることもある。 

初心者のヨット乗船時

の転覆・落水対策のた

め着用 

ヨットは転覆・落水を想定しており、ＬＪは必須。ヨットの場合、転覆時

に乗艇者がセールの下に入り込むこともあり、その際はＬＪを着用し

ているので、息継ぎに十分な注意が必要となる。 

中級者・上級者のヨット

乗船時の転覆・落水対

策のため着用 

ヨットは転覆・落水を想定しており、ＬＪは必須。艇種によっては、トラ

ビーズという体を支える用具を使うためＬＪの上にハーネスという用具

をつける。そのため動きやすいＬＪが使われている。 

ｶｯﾀｰ、ﾛｰﾎﾞｰﾄ、ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

ｶﾙ乗船時の転覆・落水

対策のため 

標記種目は、転覆・落水を想定しており、ＬＪは必須。 

 

ｾｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ乗船時の転

覆・落水対策のため着

用 

セールボードは、落水を前提としているため、ＬＪの着用は必須。 

転覆時に乗艇者がセールの下になることがあるので、ＬＪを着用して

いるため息継ぎに十分注意を要す。 

ＰＷＣ乗船時の転覆・

落水対策のため着用 

転覆に備え、ＬＪ着用は義務化している。 

ＰＷＣは、そのまま乗船して遊びとして使うこともあるが、救助艇やバ

ナナボートを曳航するための牽引船として利用することが多い。そ

のためカヌーやヨット等が転覆した場合に、直ぐに飛び込んで救助

する場合があるためＬＪは必須。 

救助用ゴムボート（9.9

馬力程度）乗船時の転

覆・落水対策のため着

用 

ゴムボートは、救助艇として使用しているため、カヌー、ヨット等の転

覆時には直ぐに飛び込んで救助する場合があるためＬＪは必須。 

水辺の安全教室でのＬ

Ｊ着用体験 

Ｂ＆Ｇ海洋センターや小学校等のプール利用して、水辺の安全教

室を全国で開催している 

その他 

海洋性ス

ポーツ 

バナナボ

ート（ドラゴ

ンボート） 

ＰＷＣやモーターボートで曳航し、旋回等もあるため転覆を想定して

いる。そのためＬＪの着用は必須。また、複数名で乗艇するので場合

によりヘルメットを装着する。 

水上スキー 水中スタートが基本のため、ＬＪの着用は必須。 

C 

団

体 

カヌー・カヤック操船時 カヌー・カヤック操船時は、PFD 着用は絶対に必要。 

現状は任意であるが、ほぼ徹底されている。 

パドル操作で常に上半身を動かしているので、操作に支障のない

装着感が必要。 
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（別表）各団体へのアンケート結果（問２） 
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３  性能基準案の検討 

 

レジャー用ライフジャケットの技術基準の策定にあたっては、その用途によって利用

環境が大きく異なることから、用途及び使用環境の精査が必要である。このため、用途

については、「釣り」「海洋性スポーツ」の２つに大きく分類し、さらに、釣りの中で①

磯釣り、②防波堤釣り（ソルトルアーフィッシング含む）、③船釣り（ジギング、トロ

ーリング含む）、④ヘラブナ・鯛釣りなど、⑤ボートフィッシング・バスフィッシング

など、⑥渓流・鮎釣りの６分類、海洋性スポーツの用途では、①カヌー・カヤック・ラ

フティング、②ヨット・セールボート（ウィンドサーフィン）、③カッター・ローボー

ト等、④水上スキー、⑤バナナボート、⑥水辺の安全教室などの６分類の合計 12 のカ

テゴリーに分類し、用途毎の利用水域、利用環境、危険因子、救助困難度についてその

特徴を整理し、浮力設定、環境試験、性能試験、部材試験、その他附属部品や特別要件

などの性能基準案について検討を行った（表３-１）。以下はその主だった意見である。 

 

《主な意見》 

 ライフジャケット自体の基準がよいのか、それともユーザーが購入する際のガイド

的なものがよいのかなど、その技術基準の考え方について整理する必要がある。 

 それぞれの用途毎の基準について、どう取捨選択するかということ。分類表から精査して   

いく必要がある。 

 同じ性能で基準は少なく、たくさんの用途に使えることが重要。まず性能の把握が必要。 

 浮力がまず重要である。集約していけば、浮力のみの性能基準もあり得る。 

 ホワイトウォーターは状況が違う。ライフジャケット脱落防止のため、フィット性が重要であり、

この点、法定品は役にたたない。 

 カヌー、カヤック、ラフティングは同一で考えてよい。 

 流水環境と清水環境で条件が違う。流水についてのみの用途でもよい。 

 釣りに関しての分類は、大きく２つ、細かく４つに分かれると思う。浮力は 10kg 程度。国内

で大中小14.8kg～12kgの浮力。せいぜい、10kg前後のイメージである。川の危険因子は、

川底等にひっかからないように紐がないとか危険因子が異なる。 

 

レジャー用ライフジャケットの性能基準の検討にあたっては、性能基準のベースとなる

類似の基準をたたき台として検討することが効率的である。委員会では、「小型船舶用浮力補

助具の型式承認試験基準」をベースとするものの、当該基準は平成 25 年 10 月に改正され技

術基準が大幅に強化されていることから、改正前の技術基準をベースとして検討することとな

った。なお、検討にあたっては国内外のライフジャケット（浮力補助具）の技術基準等を参考と

しつつ審議が行われた。 
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Ｄ 

団

体 

流水（河川等） 河川等流水環境において使用されることを前提とし、環境に応じた

浮力と身体への完璧なフィットが最重要条件となる。 

現状、常時着用で実施されている。 

E 

団

体 

 用途が多種多様であるが、例として通常は水から離れたところで使

用。着易さ、動き易さ、暑さ対策等が必要である。特にジュニア用に

ついては注意が必要。 
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３．１ レジャーにおける事故の状況 

委員会においては、公開されている様々な情報を利用して、レジャー活動における事

故の状況に基づき考慮すべき点について検討を行った。以下は、海上保安庁資料（平成

25 年版）を委員会資料として加工し、海難の現況と対策について示したものの一部で

ある。 
マリンレジャーに関する平成 25 年の海浜事故者数は 857 人で、前年と比較すると 15

人増加しました。このうち死者・行方不明者数は 280 人で、前年と比較すると 8 人増

加した。  
マリンレジャーに関する海浜事故者 857 人を活動内容別にみると、釣り中の事故者

数が 292 人、遊泳中の事故者数が 284 人となっており、全体の 67％を占めている。 

「海難の現状と対策について」海上保安庁資料（平成 25 年版） 

１） 釣り中の事故  

平成 25 年の釣り中の事故者数は 292 人で、前年と比較すると 14 人増加した。こ

のうち死者・行方不明者数は 111 人で、前年と比較すると 10 人増加した。 

平成 25 年の釣り中の事故者 292 人を事故内容別にみると、海中転落が最も多く 

204 人（70％）。海中転落者 204 人のうち単独行動していた者は 111 人で、死者・行

方不明者は 67 人（60％）。一方、複数名行動していた者は 93 人で、死者・行方不明

者は 30 人（32％）であり、単独行動の場合の死亡率は、複数名行動に比べて約 2 倍

高くなっている。 

事故原因別にみると、実施中の活動に対する不注意（活動中の考え事や脇見など）、

周辺環境に対する不注意等の自己の過失によるものが多くを占める。 

過去 5 年間の釣り中の海中転落による事故者は 971 人（70％）で、このうちライフ

ジャケットを着用していたのは 221 人（23％）であった。また、発生場所別にみると、

事故者数及び死者・行方不明者数が多いのは磯場、防波堤、岸壁の順になっている。特

にこれらの場所のうち防波堤、岸壁では、死者・行方不明者のうち 90％以上が海中転

落によるものであるにもかかわらず、ライフジャケットの着用率がそれぞれ 20％、4％

と極めて低い状況となっている。 
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表３-３ タイプ毎の最低浮力（委員会検討資料） 

Type 浮力（kg） 参考 

Type Expert 

（Ｌ１） 

 磯釣り等 

 ラフティング乗客貸出用 

11.7 以上 ＩＳＯレベル１００相当 

Type Normal （Ｌ２）  防波堤（波止場）釣り等 7.5 以上 小型船舶用救命胴衣相当 

TypeSmoothwater 

（Ｌ３） 

 池、湖など淡水での釣り 

 穏やかな内海での釣り 

 カヌー、ラフティング並び

にラフティングガイド用 

5.85 以上 ＩＳＯレベル５０相当/浮力補

助具相当 

 

Type 体重（kg） 浮力（kg） 

Type Child  （CL1） 

（CL2） 

15 以上 40 未満 5 以上 

15 未満 4 以上 

 河川において使用されるものにあっては、障害物に引っかからない、ラッコの姿勢が取りやすいこと。 

 子供用については、脱落防止機構が必要（股ひもなど）。 

 アクティビティに使用されることから動作を妨げない構造とする。 

（Type 欄の取消し線前の表記は WG審議時のものであり、議論の結果Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３の分類となった。） 

 

３．２．１ ワーキンググループ１における検討（釣り） 

WG1 においては、「釣り」は、その環境によって危険因子が大きく異なることか

ら、人口池、河川、湖沼、海の４つに大分類し、さらにそれぞれを細分し、合計で１

２に分類した。例えば、池の場合、人工施設(釣り堀)、河川の場合は、激流、穏やか

な流れ、湖沼の場合は、湖岸、湖上、海の場合は、砂浜、防波堤、磯場、ボート釣り

(平水、沿海)に分類している。 

これらを分類した上で、特殊要因として、落下、岩場、発見の容易さ等の要因を付

加し、救助されるまでの時間、落下による負傷等の危険因子を洗い出し、危険因子毎

の対応を検討した。 

激流の川や磯場ではホワイトウォーター（渦等が発生し、気泡が混じっている状況）

が発生し、その中ではレジャー用ライフジャケットの浮力が減少することから、浮力

の大きい性能を有するライフジャケットが必要であるとの意見が提案された。一方で

池等の穏やかな場所では、波等の影響を受けないことから、浮力の小さいもので対応

可能ではないかなどの意見があった。 

子供用のレジャー用ライフジャケットの脱落防止用機構（股ひも等）、吊り上げ用

機構（グラブハンドル用のひも）等のオプションが必要ではないか等との意見が提案

され議論の結果、オプションとして扱うこととした。 

WG1 での審議の結果、それぞれに特性に応じて浮力分類を３つの分類とすること
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とした。すなわち、小型船舶用救命胴衣の基準に合わせ浮力 7.5 ㎏を標準とし、ホワ

イトウォーター等の高浮力対象として 11.7㎏、池等の比較的穏やかな水域対応の 5.85

㎏とした。表３－４には、WG で検討された各利用分野毎の危険因子と必要浮力を示

す。 

 

表３－４ 利用分野毎の危険因子と浮力要件（WG1） 

利用分類 危険因子 浮力（Type） 

①釣り堀 管理された場所であることからすみやかな救助が期待できるが、万が一

の落水を考えると着用が望ましい。性能に関しては浮力以外に特別な要

件は想定されない。 

5.85kg（Ｌ３） 

 

 

②渓流釣り 

 

転倒、スリップなどにより、水中転落の危険性大。ひとたび激流に巻き込

まれると、WG2②と同様、ホワイトウォーター、水中の障害物による捕捉

等に対しての対策が必要。 

11.7kg（Ｌ１） 

 

 

③川岸からの釣り 

【緩やかな川】 

水中転落の場合、上記②に比べて、ホワイトウォーター等の過酷な状況

は想定されない。⑤と比べると流れがあることが大きなリスクが存在する。 

5.85kg（Ｌ３） 

 

④川中からの釣り 

【緩やかな川】 

上記③に加えて、常時、川の中にいるため胴衣に通常の状態で水がか

かることを前提とする必要がある。 

5.85kg（Ｌ３） 

 

⑤湖岸つり 

 

⑦、⑧、⑨と比較して、淡水であるため、浮力が小さくなること、塩分対策

が不要になること等の違いがある。湖の規模にもよるが、利用環境的には

総じて穏やかになる方向。 

5.85kg（Ｌ３） 

 

 

⑥湖上つり 

（ミニボート等利

用） 

⑩と比較して、淡水であるため、浮力が小さくなること、塩分対策が不要

になること等の違いがある。湖の規模にもよるが、利用環境的には総じて

穏やかになる方向。 

7.5kg（Ｌ２） 

5.85kg（Ｌ３） 

 

⑦砂浜での釣り、

【海域】 

⑧と比較して、利用環境的には総じて穏やかになる方向。 7.5kg（Ｌ２） 

 

⑧防波堤・岸壁

釣り 

【海域】 

高所からの海中転落を想定。PFD 脱落のリスク。目撃者がいない場合、

発見まで時間を要する可能性。転落後大きな波浪に揉まれる。非常事

態を知らせる手段の必要性。 

11.７ｋｇ（Ｌ１） 

7.5ｋｇ（Ｌ２） 

 

⑨磯釣り ⑧に比べて、サラシによる浮力減少、岩等の突起物による胴衣の損傷等

についてより一層考慮する必要がある。 また、岩等に打ち付けられること

から身を守る目的にも対応することが可能か？ 

11.７ｋｇ（Ｌ１） 

 

 

⑩ミニボート等、

【海域】 

（港内、平水区

域） 

小型船舶用救命胴衣の使用が望まれる（ボートの条件に応じてタイプ A

～G）。ただし、小型船舶に比べてミニボートの耐用年数は短いと考えられ

るので、使用期限を短く設定する等の工夫により環境試験を省略すること

や、比較的安価な材質を使用すること等により、より低価格で性能の良い

PFD が検討できないか。 

7.5kg（Ｌ３） 

5.85kg（Ｌ２） 
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３．２．２ ワーキンググループ２における検討（カヌー、ラフティング） 

WG２の検討では、河川、湖沼、海に３分類し、さらに河川については、流水、静

水の２分類、湖沼については湖上の１分類、海については、港内、平水、沿岸区域の

３分類に分類した。これらの分類をした上で、特殊要因として、河川における流水や

岩場などがあげられ、海では波浪や陸岸からの距離等を付加した。危険因子としては、

流水域におけるホワイトウォーターや、ライフジャケットの脱落、破損、救助までの

時間などが審議された。 

検討にあたっては、WG1と同様に「使用される場所」「使用場所の水域状況」「危

険因子」を精査した上で、最も簡易なモデルを想定し、各危険因子に対する対策と使

用水域にあった浮力要件等を決定した。 

カヌー、ラフティングは、流水中で使用する場合が多いことから、流水中でも使用

できる性能基準を策定することとされた。WGでは、激流で発生するホワイトウォー

ターでの対応について議論となり、ホワイトウォーター中では、どの様な浮力体でも

発生する泡によって浮力を大きく失うことから、一旦、救助者が水中に沈んだ後に、

如何に早く水面に浮上するかが重要であり、このため大きな浮力のライフジャケット

が必要であるとの結論に至った。  

また、急流では落水時に水中の突起物に引っ掛かり浮上できずに死亡に至る事故が

発生していることから突起物に引っ掛からない構造とすることやライフジャケット

の脱落防止のため、体にフィットしていることが重要であるとの意見がなされたが、

定量的に試験することが困難であることから、これらの項目については性能基準とし

ては設けず、製造者に委ねることとなった。 

さらに、カヌー、カヤックでは、転覆時に艇の姿勢を是正するための動作（エスキ

モーロール）を取りやすくするため、運動性能に優れている最低浮力のライフジャケ

ットが望ましい旨の意見が提案された。 

WG２での審議の結果、カヌー、カヤックでは、その動作性に鑑み 5.85㎏の最低浮

力とするとともに、ホワイトウォーターへの対応として 11.7 ㎏を必要浮力とした。

表３－５には、WGで検討された各利用分野毎の危険因子と必要浮力を示す。 
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(3)耐油試験

船舶事故等により海上に油が浮遊した状況での使用を想定している耐油試験に

ついては、レジャー用ライフジャケットは、油が浮遊した海上での使用を想定して

いないため、採用しないこととし、その旨を取扱説明書に記載することとした。

(4)強度試験

レジャー用ライフジャケットは、陸地、若しくは陸地に近い場所において迅速な

救助が期待できる状況下での使用を想定していることから、荷重を加える試験時間

を旧型式承認試験基準で要求されている時間を 30 分から 5 分とした。

また、救助の様態を想定し、引上げ用グラブハンドル及び股ベルトを設ける場合

（メーカー任意設置）には強度試験を追加要求し、その強度については、ライフジ

ャケット本体と同じ強度を要求することとした。

(5)着用試験

着用試験については、レジャーでの使用（常時着用）に鑑み、被験者が着用した状

態での動作性が重要であることから、着用及び動作について支障がないことという要

件を明示した。

また、旧型式承認試験基準で求められている「迅速な着用」に係る要件については、

レジャー用ライフジャケットは、緊急時に急いで着用することが想定されないことから、当該

要件を削除するとともに、小さな子供及び幼児の場合には、着用補助を行っても差し支えな

いことを記載した。

なお、委員会等で議論となった着心地に関する基準については、その評価が困難である

ことから、性能基準として定めずメーカーに委ねることとした。

(6)水上性能試験

飛び込み試験については、ホワイトウォーターの中での利用が想定される L1 に

ついては、フィット性が重要であり飛び込み時に脱落しないことを確認するため、

手を下ろした状態で実施し、L2 及び L3 については供試体を押さえた状態で実施す

ることとした。幼児用の LC2 については飛び込み試験を採用していない。

浮遊試験については、小さな子供に実際に着用させて試験することは困難なこと

から、マネキンで代用できることとした。

(7)外観検査

外観検査は、旧型式承認試験基準と同様に仕様書等の記載内容と同じであること

を確認することとし、再帰反射材については、捜索が夜間に及ぶような長時間の海

洋上での浮遊を想定していないことから採用しないこととした。また、夜間の使用

を避ける旨を取扱説明書に記載することとした。なお、旧型式承認試験基準の外観

検査では、供試体の外観及び構造が仕様書と同じであることを検査する他、再帰反
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４ 性能確認試験基準の検討 

 委員会においては、それぞれの WG からの報告を受けて各試験方法等について審議

がなされた。委員会において検討されたレジャー用ライフジャケットの性能確認試験基準の

考え方は以下のとおりである。本性能基準は平成 25年 10 月 1 日に改正される以前の小型

船舶用浮力補助具の型式承認試験基準（以下「旧型式承認試験基準」という。）をベースと

して作成された。 

なお、委員会においては、それまで当該基準について、単に「性能基準」「技術基準」と

いう表記をしていたが、「性能確認試験基準」と表記することとした（本報告書においては、

本項以後、「性能確認試験基準」という）。また、ライフジャケット（通称）の名称についても、

法定検査品と区別するため「浮力補助具」という名称を用いていたが、一般に馴染みがない

ことから「レジャー用ライフジャケット」という名称を使用することとした。 

４．１ 各性能確認試験基準の検討 

(1)温度繰り返し試験 

温度が上昇しやすい船倉等に長期間、格納される法定の救命胴衣に要求される温

度繰り返し試験については、レジャー用ライフジャケットが家庭で保管することが

多くこのような過酷な条件を避けることが可能であり、利用者の管理・点検によっ

て劣化への対応が可能であることから採用しないことした。これに伴い、取扱説明

書に管理・点検方法等が記載することとされた。 

(2)浮力試験 

レジャー用ライフジャケットに要求される浮力については、前述 3.2 のとおり、

使用環境や状況に応じて、浮力のタイプを大人用と子供用併せて 5つに分類し、大

人用については、ISO 規格（ISO12402-5、ISO12402-6）相当の救命胴衣の浮力基準

及び小型船舶用救命胴衣に規定される浮力基準を採用し、子供用については小児用

小型船舶用救命胴衣の基準を採用した。 

なお、利用者にとって分かりやすい表現とするため、鉄片質量を記載するととも

に備考欄にニュートン（11.7 ㎏及び 5.85 ㎏）での記載表示も併せて記載した。 

5 つのタイプの浮力は下表のとおりである。

大人用 子供用 

タイプ Ｌ1 Ｌ2 Ｌ3 ＬＣ1 ＬＣ2 

質量（㎏） 11.7 7.5 5.85 5 4 
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救助が期待できる状況下での使用を想定していることから、荷重を加える試験時間

を旧型式承認試験基準で要求されている時間を 30 分から 5 分とした。 

また、救助の様態を想定し、引上げ用グラブハンドル及び股ベルトを設ける場合

（メーカー任意設置）には強度試験を追加要求し、その強度については、ライフジ

ャケット本体と同じ強度を要求することとした。

(5)着用試験

着用試験については、レジャーでの使用（常時着用）に鑑み、被験者が着用した状

態での動作性が重要であることから、着用及び動作について支障がないことという要

件を明示した。

また、旧型式承認試験基準で求められている「迅速な着用」に係る要件については、

レジャー用ライフジャケットは、緊急時に急いで着用することが想定されないことから、当該

要件を削除するとともに、小さな子供及び幼児の場合には、着用補助を行っても差し支えな

いことを記載した。 

なお、委員会等で議論となった着心地に関する基準については、その評価が困難である

ことから、性能基準として定めずメーカーに委ねることとした。 
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ついては、フィット性が重要であり飛び込み時に脱落しないことを確認するため、

手を下ろした状態で実施し、L2 及び L3 については供試体を押さえた状態で実施す
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浮遊試験については、小さな子供に実際に着用させて試験することは困難なこと

から、マネキンで代用できることとした。

(7)外観検査

 外観検査は、旧型式承認試験基準と同様に仕様書等の記載内容と同じであること

を確認することとし、再帰反射材については、捜索が夜間に及ぶような長時間の海

洋上での浮遊を想定していないことから採用しないこととした。また、夜間の使用

を避ける旨を取扱説明書に記載することとした。なお、旧型式承認試験基準の外観
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多くこのような過酷な条件を避けることが可能であり、利用者の管理・点検によっ

て劣化への対応が可能であることから採用しないことした。これに伴い、取扱説明

書に管理・点検方法等が記載することとされた。

(2)浮力試験

レジャー用ライフジャケットに要求される浮力については、前述 3.2 のとおり、
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４．２ 性能確認試験基準の位置づけ

今般作成された性能基準確認試験基準の作成主体は、本委員会（「レジャーで使用する個

人用の浮力補助具に関する業界の性能基準策定に係る委員会」）であって、日本小型船舶検

査機構が行った調査研究事業の中で専門家を委員とし、国土交通省も参加する委員会により

策定したものである。調査研究事業報告書には、参加委員、開催経緯、議論の概要等の委員

会の状況も併せて印刷物としてとりまとめるとともに、機構のホームページ等で公表される予定

である。

本委員会で策定した性能確認試験基準は、船舶安全法令で規定されている小型船舶用

救命胴衣とは異なり、「民間の任意基準」として策定したものであり誰でも利用できる。

また、この基準を満足するレジャー用ライフジャケットは、当然に小型船舶の法定備品で

ある小型船舶用救命胴衣の代替はできないため、関係機関はレジャー用ライフジャケットが、

法定備品たる小型船舶用救命胴衣の基準とは異なる基準で製造されたものであることの理

解を促すことが重要である。

性能確認試験基準への認証方法は、製造者自ら適合していることを宣言する自己認証と、

第三者機関が当該基準に適合している旨を認証する第三者認証の２とおりが存在し、どち

らの認証制度を採用するかは、製造者等に委ねられる。なお、日本小型船舶検査機構の性

能基準の適合性確認を受ける場合は、機構が別途整備する確認のためのスキームに従っ

て確認を受けることとなる。（当該スキームは現在検討中。）

性能基準確認試験に適合した製品には、利用者が理解しやすいマークを製品に標示す

ることとする。（標示方法やマークについては、６．レジャー用ライフジャケットの標示方法の

案及び意見を参照。）
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射材について検査を実施することとなっている。

(8)標示検査

利用者がレジャー用ライフジャケットの性能を理解し易いような標示を付すこ

ととした。本体への標示内容は、スペースの関係で制限されることから、浮力や使

用水域例などの必要最小限の項目とすることとした。また、性能確認試験で採用さ

れていない試験を補填するために必要な指示事項（特に使用条件、点検、保存環境

等）については、取扱説明書に記載することとした。

委員会では、小型船舶安全規則適合品との区別を明確にするための議論がなされ、

小型船舶安全規則適合品ではないことをライフジャケット本体へ標示する意見も

あったが、利用者に安全でないものを販売していると誤解を与えかねないことから

記載しないことになった。

(9)材料及び部品試験等

 供試体の材料の組成等が特殊な場合に実施される材料及び部品試験については、

レジャー用ライフジャケットについては一般的な材料組成であることから採用し

ないこととした。

(10)使用方法及び点検方法についての指示 

 使用方法及び点検方法については、本体又は添付する明取扱説書に記載することと

した。使用方法については、温度繰り返し試験等を省略した場合、その性能を確認して

いないことや、レジャー用ライフジャケットの保管方法等を取扱説明書に記載するこ

ととした。また、レジャー用ライフジャケットの点検方法を記載することとした。 

(11)その他 

 小型船舶用浮力補助具に求められる塩水噴霧試験、耐寒試験等、環境試験につ

いては、利用者が適切に点検することにより、その健全性を維持できることから

当該試験を採用しないこととした。 

以上の検討結果を纏めた「レジャー用ライフジャケットの性能確認試験基準」を旧

型式承認試験基準との変更点がわかる形で示した資料を次々ページ以降に示す。 
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４．２ 性能確認試験基準の位置づけ 

今般作成された性能基準確認試験基準の作成主体は、本委員会（「レジャーで使用する

業界の性能基準策定支援技術委員会」）であって、日本小型船舶検査機構が行った調査研

究事業の中で専門家を委員とし、国土交通省も参加する委員会により策定したものである。

調査研究事業報告書には、参加委員、開催経緯、議論の概要等の委員会の状況も併せて印

刷物としてとりまとめるとともに、機構のホームページ等で公表される予定である。 

本委員会で策定した性能確認試験基準は、船舶安全法令で規定されている小型船舶用

救命胴衣とは異なり、「民間の任意基準」として策定したものであり誰でも利用できる。 

また、この基準を満足するレジャー用ライフジャケットは、当然に小型船舶の法定備品で

ある小型船舶用救命胴衣の代替はできないため、関係機関はレジャー用ライフジャケットが、

法定備品たる小型船舶用救命胴衣の基準とは異なる基準で製造されたものであることの理

解を促すことが重要である。 

性能確認試験基準への認証方法は、製造者自ら適合していることを宣言する自己認証と、

第三者機関が当該基準に適合している旨を認証する第三者認証の２とおりが存在し、どち

らの認証制度を採用するかは、製造者等に委ねられる。なお、日本小型船舶検査機構の性

能基準の適合性確認を受ける場合は、機構が別途整備する確認のためのスキームに従っ

て確認を受けることとなる。（当該スキームは現在検討中。） 

性能基準確認試験に適合した製品には、利用者が理解しやすいマークを製品に標示す

ることとする。（標示方法やマークについては、６．レジャー用ライフジャケットの標示方法の

案及び意見を参照。） 
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体
と
し
て
検
討
さ
れ
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

［
1
］
総

則

小
型
船
舶

安
全
規

則
（
昭
和

４
９
年
運

輸
省
令

第
３
６
号
）
第
５
３
条
の
２
に
規
定
す

る
小
型

船
舶

用
救
命

胴
衣
（
膨
脹

式
）
の
型
式

承
認
試

験
の
た
め
の
試
験

方
法

及

び
判
定
基
準
は
、
レ
ジ
ャ
ー
用
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
試
験

方
法

及
び
判
定
基
準
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
な
お
、
当
該

試
験
は
固
型
式
の
物
件
を
対
象

と
し
た
試

験
で
あ
り
、
膨
脹
式
、
呼
気
併
用
型
、
気
体
密
封
式
は
想
定
し
て
い
な
い
対
象
と
し
て
い
な
い
。

［
2
］
一

般

供
試
体
の
各
部
分
を
構
成
す
る
材
料
の
組
成
又
は
工
作
法
が
特
殊
な
場
合
で
あ
っ
て
、
書
類
に
よ
る
特
性
判
断
等
の
結
果
か
ら
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
長

期
暴
露
試
験
デ
ー
タ
等
に
よ
り
、
そ
の
有
効
期
限
を
定
め
る
こ
と
。

[3
] 
［
2］
試
験
方
法
及
び
判
定
基
準

試
験
方
法
及
び
判
定
基
準
に
つ
い
て
は
、
次
表
に
よ
る
。

試
験

方
法

判
定

基
準

備
考

1
 

1

温
度
繰
り
返
し
試
験

１
個
の
供
試
体

(膨
脹
式
の
場
合
に
は
膨
脹
さ
せ
な
い
状
態
の
供
試
体
を
、

次
の
①
～
④
の
手
順
に
よ
る
温
度
環
境
下
に
合
計
１
０
回
繰
り
返
し
さ
ら
す
。

①
 
1
日
目
に
終
了
す
る
温
度

+
6
5℃

で
の

8
時
間
保
持

②
そ
の
後
翌
日
ま
で
常
温
に
放
置

③
２
日
目
に
終
了
す
る
温
度
－
３

0
℃
で
の

8
時
間
保
持

④
そ
の
後
翌
日
ま
で
常
温
に
放
置

な
お
、
上
記
の
温
度
繰
り
返
し
は
、
翌
日
ま
で
放
置
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
温

1

1
収

縮
､亀

裂
､膨

脹
､溶

解
又
は
機
械

的

品
質

の
変

化
の
よ
う
な
損

傷
の
兆

候
が

な
い
こ
と
。

第
5
3
条
第

1
項
第

1
号

第
5
3
条
第

1
項
第

2
号

（
削
除
理
由
）

本
項

目
は
環

境
試

験
に
該

当
す

る
項

目
で
あ
り
、
ユ
ー

ザ
ー

へ
の
耐

用
年

数
点
検

等
の
周

知
で
対

応
可

能
な
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の
旨
を
標
示
）
。

 

4
 

1
 

強
度
試
験

(膨
脹
さ
せ
た
状
態
で
行
う
。

) 

吊
下
げ
部
の
強
度
試
験

  

供
試
体
の
吊
り
下
げ
部
に
､荷

重
8
8
0
Ｎ
（子

供
用
は
、

5
8
0Ｎ

）を
3
05

分
間

加
え
る
。

 

4
 

1
 

損
傷
し
な
い
こ
と
。

 
第

5
3
条
第

1
項
第

1
号

 

＊
短
時
間
で
救
助
さ
れ
る

こ
と
を
想
定
の
た
め
時
間
短

縮
。

 

 
2
 

胴
部
の
強
度
試
験

 

人
が
着
用
す
る
の
と
同
じ
要
領
で
紐
等
を
締
め
た
後
、
供
試
体
の
着
用
者
を

締
め
付
け
る
部
分
に
荷
重

8
8
0Ｎ

（
子
供
用
は
、

5
8
0Ｎ

）を
3
0
5
分
間
加
え

る
。

 

 
2
 

損
傷
し
な
い
こ
と
。

 
第

5
3
条
第

1
項
第

1
号

 

＊
短
時
間
で
救
助
さ
れ
る

こ
と
を
想
定
の
た
め
時
間
短

縮
。

 

 
3
 

引
上
げ
用
グ
ラ
ブ
ハ
ン
ド
ル
の
強
度
試
験
（
有
す
る
場
合
に
限
る
）
 

人
が
着
用
す
る
の
と
同
じ
要
領
で
紐
等
を
締
め
た
後
、
グ
ラ
ブ
ハ
ン
ド
を
固

定
し
、
試
供
体
の
着
用
者
を
締
め
付
け
る
部
分
に
荷
重

8
8
0
N

(子
供
用
は
、

5
8
0
N

)を
5
分
間
加
え
る
。

 

3
 

損
傷
が
な
い
こ
と
。

 

（
新
規
追
加
理
由
） 

使
用
を
想
定
し
て
本
体
と

同
じ
強
度
を
要
求
。

 

 
4
 

股
ベ
ル
ト
の
強
度
試
験
（有

す
る
場
合
に
限
る
） 

人
が
着
用
す
る
の
と
同
じ
要
領
で
紐
等
を
締
め
た
後
、
試
供
体
の
股
ベ
ル
ト

部
分
に
荷
重

8
8
0
N

(子
供
用
は
、

5
8
0
N

)を
5
分
間
加
え
る
。

 

4
 

損
傷
が
な
い
こ
と
。

 

（
新
規
追
加
理
由
） 

使
用
を
想
定
し
て
本
体
と

同
じ
強
度
を
要
求
。

 

5
 

1
 

着
用
試
験

 

通
常
の
衣
服
を
着
用
し
て
い
る
各
被
験
者
に
､あ

ら
か
じ
め
着
用
方
法
の
説

明
を
行
い
､供

試
体
を
正
し
く
着
用
さ
せ
る
。
た
だ
し
、
小
さ
な
子
供
及
び
幼

児
の
場
合
に
は
、
着
用
の
補
助
を
行
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
。
着
用
に
要
す

5
 

1
 

( 1
) 
軽
量
で
か
さ
ば
ら
ず
、
か
つ
、
柔
軟

で
着
用
者
の
身
体
に
よ
く
な
じ
む
こ
と
。

 

(2
) 
1
分
以
内
に
正
し
く
、
か
つ
、
容
易

に
着
用
で
き
る
こ
と
。

 

第
5
3
条
第

1
項
第

2
号

 

第
5
3
条
第

1
項
第

3
号

 

第
5
3
条
第

1
項
第

4
号

 

(1
)、

(4
)、

(6
)及

び
(7

)に
つ

31

る
時
間
を
測
定
す
る
｡そ

の
後
、
前
後
屈
、
左
右
へ
の
曲
げ
、
上
体
の
回
転

及
び
首
の
回
転
の
動
作
を
行
わ
せ
る
｡

被
験
者
は
、
供
試
体
の
種
類
に
よ
り
次
の
通
り
選
抜
さ
れ
る
こ
と
。

（
ｱ
）
供
試
体
に
着
用
者
の
体
格
の
範
囲
が
指
定
さ
れ
る
場
合
に
は
､指

定
範
囲
内
で
の
大
中
小
の
被
験
者
３
人
以
上
。

（
イ
）
供
試
体
が
子
供
用
の
場
合
に
は
、
次
の
う
ち
供
試
体
が
対
象
と
す
る

体
重
範
囲
で
の
大
中
小
の
体
格
の
被
験
者
３
人
以
上
。

①
1
5
㎏
未
満

1
5
㎏
以
上

40
㎏
未
満
（L

C
１
）

②
1
5
㎏
以
上

4
0
㎏
未
満

15
㎏
未
満
（
L
C
２
）

③
4
0
㎏
以
上

（
イ
ウ
）

上
記
以
外
の
供
試
体
の
場
合
に
は
､次

の
身
長
範
囲
毎
に
被
験

者
１
人
以
上
と
し
､合

計
で
被
験
者
３
人
以
上
。

身
長
範
囲

①
1
4
0
cm

以
上

1
6
0
cm

未
満

②
1
6
0
cm

以
上

18
0
cm

未
満

③
1
8
0
cm

以
上

但
し
、
子
供
用
に
つ
い
て
は
、
体
重

1
5
㎏
以
上

4
0
㎏
未
満
の
範
囲
で

3
名
と
し
、
マ
ネ
キ
ン
で
代
用
可
能
と
す
る
。

(3
)
裏
返
し
で
も
着
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
又
は
明
ら
か
に
一
つ
の
方
法
の
み

で
着
用
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(4
)
着
用
し
て
快
適
で
あ
る
こ
と
。

(5
)
適
切
な
性
能
を
得
る
た
め
に
必
要

な
締
め
付
け
固
着
部
は
､少

数
で
単
純

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(6
)
被
験
者
が
動
作
を
行
う
の
に
支
障

が
な
い
こ
と
。

(7
)
な
る
べ
く
通
気
性
が
よ
い
こ
と
。

(1
)着

用
及
び
動
作
に
支
障
が
な
い
こ

と
。

い
て
は
、
書
類
に
よ
る
審
査

に
変
え
て
も
よ
い
｡

(削
除
理
由

)

・
レ
ジ
ャ
ー
用

（常
時
着
用
）

で
あ
り
、
緊
急
時
に
急
い
で

着
用
不
要
。
す
る
こ
と
を
想

定
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

迅
速
な
着
用
及
び
ま
た
、

着
心
地
等
の
基
準
は
、
直

接
人
命
の
安
全
に
関
与
す

る
も
の
で
な
い
こ
と
か
ら
不

要
。

・
身
長
の
下
限
は
よ
り
広
範

囲
に
使
用
で
き
る
よ
う
削

除
。

＊
着
心
地
等
に
つ
い
て

は
、
メ
ー
カ
ー
の
仕
様
に
任

せ
、
性
能
基
準
と
し
て
は
定

め
な
い
。

6
 

1

水
上
性
能
試
験

次
の
試
験
を
､淡

水
中
で
波
の
な
い
状
態
で
行
う
。

被
験
者
は
､着

用
試
験
に
規
定
す
る

3
人
で
実
施
す
る
。

被
験
者
は
､水

着
の
み
を
着
用
す
る
。

飛
び
込
み
試
験

供
試
体

(膨
脹
式
の
場
合
に
は
膨
脹
し
て
い
な
い
供
試
体

)を
着
用
し
た
被

験
者
が
､高

さ
１
m
以
上
か
ら
足
を
先
に
し
て
垂
直
に
水
中
に
飛
込
む
。

水
中
に
飛
込
む
際
､被

験
者
は
負
傷
を
避
け
る
た
め
、

L
1
は
手
を
下
し
た
状

6

1

供
試
体
が
被
験
者
か
ら
脱
落
し
た
り
､被

験
者
に
危
害
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
。

第
5
4
条
の

2
第

1
項
第

2

号 （
削
除
理
由
）

膨
脹
式
は
、
技
術
的
に
も

複
雑
で
、
レ
ジ
ャ
ー
で
使
用

す
る
際
に
も
検
定
品
を
推

30



30

の
旨
を
標
示
）
。

4
 

1

強
度
試
験

(膨
脹
さ
せ
た
状
態
で
行
う
。

) 

吊
下
げ
部
の
強
度
試
験

供
試
体
の
吊
り
下
げ
部
に
､荷

重
8
8
0
Ｎ
（子

供
用
は
、

5
8
0Ｎ

）を
3
05

分
間

加
え
る
。

4

1
損
傷
し
な
い
こ
と
。

第
5
3
条
第

1
項
第

1
号

＊
短
時
間
で
救
助
さ
れ
る

こ
と
を
想
定
の
た
め
時
間
短

縮
。

2
胴
部
の
強
度
試
験

人
が
着
用
す
る
の
と
同
じ
要
領
で
紐
等
を
締
め
た
後
、
供
試
体
の
着
用
者
を

締
め
付
け
る
部
分
に
荷
重

8
8
0Ｎ

（
子
供
用
は
、

5
8
0Ｎ

）を
3
0
5
分
間
加
え

る
。

2
損
傷
し
な
い
こ
と
。

第
5
3
条
第

1
項
第

1
号

＊
短
時
間
で
救
助
さ
れ
る

こ
と
を
想
定
の
た
め
時
間
短

縮
。

3
引
上
げ
用
グ
ラ
ブ
ハ
ン
ド
ル
の
強
度
試
験
（
有
す
る
場
合
に
限
る
）

人
が
着
用
す
る
の
と
同
じ
要
領
で
紐
等
を
締
め
た
後
、
グ
ラ
ブ
ハ
ン
ド
を
固

定
し
、
試
供
体
の
着
用
者
を
締
め
付
け
る
部
分
に
荷
重

8
8
0
N

(子
供
用
は
、

5
8
0
N

)を
5
分
間
加
え
る
。

3
損
傷
が
な
い
こ
と
。

（
新
規
追
加
理
由
）

使
用
を
想
定
し
て
本
体
と

同
じ
強
度
を
要
求
。

4
股
ベ
ル
ト
の
強
度
試
験
（有

す
る
場
合
に
限
る
）

人
が
着
用
す
る
の
と
同
じ
要
領
で
紐
等
を
締
め
た
後
、
試
供
体
の
股
ベ
ル
ト

部
分
に
荷
重

8
8
0
N

(子
供
用
は
、

5
8
0
N

)を
5
分
間
加
え
る
。

4
損
傷
が
な
い
こ
と
。

（
新
規
追
加
理
由
）

使
用
を
想
定
し
て
本
体
と

同
じ
強
度
を
要
求
。

5
 

1
着
用
試
験

通
常
の
衣
服
を
着
用
し
て
い
る
各
被
験
者
に
､あ

ら
か
じ
め
着
用
方
法
の
説

明
を
行
い
､供

試
体
を
正
し
く
着
用
さ
せ
る
。
た
だ
し
、
小
さ
な
子
供
及
び
幼

児
の
場
合
に
は
、
着
用
の
補
助
を
行
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
。
着
用
に
要
す

5

1
(1

)
軽
量
で
か
さ
ば
ら
ず
、
か
つ
、
柔
軟

で
着
用
者
の
身
体
に
よ
く
な
じ
む
こ
と
。

(2
)
1
分
以
内
に
正
し
く
、
か
つ
、
容
易

に
着
用
で
き
る
こ
と
。

第
5
3
条
第

1
項
第

2
号

第
5
3
条
第

1
項
第

3
号

第
5
3
条
第

1
項
第

4
号

(1
)、

(4
)、

(6
)及

び
(7

)に
つ
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る
時
間
を
測
定
す
る
｡そ

の
後
、
前
後
屈
、
左
右
へ
の
曲
げ
、
上
体
の
回
転

及
び
首
の
回
転
の
動
作
を
行
わ
せ
る
｡ 

被
験
者
は
、
供
試
体
の
種
類
に
よ
り
次
の
通
り
選
抜
さ
れ
る
こ
と
。

 

（
ｱ
）
 
供
試
体
に
着
用
者
の
体
格
の
範
囲
が
指
定
さ
れ
る
場
合
に
は
､指

定
範
囲
内
で
の
大
中
小
の
被
験
者
３
人
以
上
。

  

（
イ
）
供
試
体
が
子
供
用
の
場
合
に
は
、
次
の
う
ち
供
試
体
が
対
象
と
す
る

体
重
範
囲
で
の
大
中
小
の
体
格
の
被
験
者
３
人
以
上
。

 

①
1
5
㎏
未
満

 
1
5
㎏
以
上

40
㎏
未
満
（L

C
１
）

②
1
5
㎏
以
上

4
0
㎏
未
満

15
㎏
未
満
（
L
C
２
）

③
4
0
㎏
以
上

（
イ
ウ
）
 
上
記
以
外
の
供
試
体
の
場
合
に
は
､次

の
身
長
範
囲
毎
に
被
験

者
１
人
以
上
と
し
､合

計
で
被
験
者
３
人
以
上
。

 

身
長
範
囲

 
①

 1
4
0
cm

以
上

1
6
0
cm

未
満

 

②
1
6
0
cm

以
上

18
0
cm

未
満

③
1
8
0
cm

以
上

但
し
、
子
供
用
に
つ
い
て
は
、
体
重

1
5
㎏
以
上

4
0
㎏
未
満
の
範
囲
で

 
 

3
名
と
し
、
マ
ネ
キ
ン
で
代
用
可
能
と
す
る
。

 

(3
) 
裏
返
し
で
も
着
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
又
は
明
ら
か
に
一
つ
の
方
法
の
み

で
着
用
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

(4
) 
着
用
し
て
快
適
で
あ
る
こ
と
。

 

(5
) 
適
切
な
性
能
を
得
る
た
め
に
必
要

な
締
め
付
け
固
着
部
は
､少

数
で
単
純

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

(6
) 
被
験
者
が
動
作
を
行
う
の
に
支
障

が
な
い
こ
と
。

 

(7
) 
な
る
べ
く
通
気
性
が
よ
い
こ
と
。

 

(1
)着

用
及
び
動
作
に
支
障
が
な
い
こ

と
。

 

い
て
は
、
書
類
に
よ
る
審
査

に
変
え
て
も
よ
い
｡ 

(削
除
理
由

) 

・
レ
ジ
ャ
ー
用

（常
時
着
用
）

で
あ
り
、
緊
急
時
に
急
い
で

着
用
不
要
。
す
る
こ
と
を
想

定
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

迅
速
な
着
用
及
び
ま
た
、

着
心
地
等
の
基
準
は
、
直

接
人
命
の
安
全
に
関
与
す

る
も
の
で
な
い
こ
と
か
ら
不

要
。

 

・
身
長
の
下
限
は
よ
り
広
範

囲
に
使
用
で
き
る
よ
う
削

除
。

 

＊
着
心
地
等
に
つ
い
て

は
、
メ
ー
カ
ー
の
仕
様
に
任

せ
、
性
能
基
準
と
し
て
は
定

め
な
い
。

 

6
 

1
 

水
上
性
能
試
験

 

次
の
試
験
を
､淡

水
中
で
波
の
な
い
状
態
で
行
う
。

  

被
験
者
は
､着

用
試
験
に
規
定
す
る

3
人
で
実
施
す
る
。

 

被
験
者
は
､水

着
の
み
を
着
用
す
る
。

  

飛
び
込
み
試
験

  

供
試
体

(膨
脹
式
の
場
合
に
は
膨
脹
し
て
い
な
い
供
試
体

)を
着
用
し
た
被

験
者
が
､高

さ
１
m
以
上
か
ら
足
を
先
に
し
て
垂
直
に
水
中
に
飛
込
む
。

  

水
中
に
飛
込
む
際
､被

験
者
は
負
傷
を
避
け
る
た
め
、

L
1
は
手
を
下
し
た
状

6
 

1
 

供
試
体
が
被
験
者
か
ら
脱
落
し
た
り
､被

験
者
に
危
害
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
。

  

第
5
4
条
の

2
第

1
項
第

2

号
 

（
削
除
理
由
） 

膨
脹
式
は
、
技
術
的
に
も

複
雑
で
、
レ
ジ
ャ
ー
で
使
用

す
る
際
に
も
検
定
品
を
推

31



32
 

態
で
、

L
1
以
外
は
供
試
体
を
押
さ
え
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

  

ま
た
、

L
C

2
に
関
し
て
は
当
該
試
験
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

奨
す
る
こ
と
か
ら
、
膨
脹
式

は
当
該
試
験
の
対
象
外
。

 

 
2
 

浮
遊
試
験

 

供
試
体

(膨
脹
式
の
場
合
に
は
膨
脹
し
て
い
な
い
供
試
体

)を
着
用
し
た
被

験
者
が
、
淡
水
中
で
力
を
抜
い
た
状
態
で
の
、
浮
遊
姿
勢
を
調
べ
る
。

 

但
し
、

L
C

2
に
関
し
て
は
マ
ネ
キ
ン

3
体
で
代
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
2
 

被
験
者
が
、
安
全
に
呼
吸
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

 

7
 

1
 

外
観
検
査

  

供
試
体
の
外
観
及
び
構
造
に
つ
い
て
､仕

様
書
及
び
図
面
と
照
合
し
な
が
ら

検
査
す
る
。

 

7
 

1
 

( 1
) 
仕
様
書
及
び
図
面
ど
お
り
で
あ
る
こ

と
。

 

(2
)縫

製
等
の
仕
上
が
り
が
良
好
で
あ
る

こ
と
。

 

第
5
3
条
第

1
項
第

1
号

 

 
2
 

供
試
体
へ
の
再
帰
反
射
材
の
貼
付
状
況
を
調
べ
る
。

(第
5
8
条
の

2
第

2
項

の
適
用
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
除
く
。

) 

 
2
 

( 1
) 
合

計
面

積
が

1
0
0
cm

2
以

上
の
再

帰
反

射
材

を
で
き
る
限

り
供

試
体

の
上

部
に
分
散
し
て
貼
り
付
け
て
い
る
こ
と
。

 

(2
) 
裏

返
し
で
も
着

用
で
き
る
も
の
に
あ

っ
て
は

、
(1

)の
方

法
に
よ
り
再

帰
反

射

材
を
両
面
に
貼
り
付
け
て
い
る
こ
と
。

 

第
5
8
条
の

2
  

（
削
除
理
由
） 

レ
ジ
ャ
ー
用
で
あ
り
、
短
時

間
で
の
救
助
を
想
定
し
て

い
る
こ
と
か
ら
再
帰
反
射
材

は
要
求
し
な
い
。

 

（
夜
間
の
使
用
は
避
け
る
旨

を
標
示
） 

8
 

1
 

標
示
検
査

  

供
試
体
に
標
示
さ
れ
る
項
目
を
確
認
す
る
。

 

8
 

1
 

( 1
) 
次
の
事
項
が
標
示
さ
れ
る
こ
と
。

 

①
物
件
の
名
称

②
物
件
の
型
式

③
ロ
ッ
ト
番
号
又
は
製
造
番
号
年
月

③
製
造
年
月

④
製
造
番
号

未
定
の
場
合
は
、
標
示
す

る
場
所
が
確
保
さ
れ
る
こ

と
。

 

第
6
4
条

 

（
削
除
・
追
加
理
由
） 

33

⑤
④
製
造
者

⑥
搭
載
す
る
小
型
船
舶
の
船
名
、
船

舶
番
号
又
は
船
舶
所
有
者
名

⑦
⑤
規
格
表
示

(例
：
L
1
)：
新
規

⑥
レ
ジ
ャ
ー
用
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
は
、
小

型
船
舶
安
全
規
則
に
適
合
し
て
い
な

い
。

⑥
⑦
使
用
期
間
等
、
使
用
条
件
に
制

限
が
付
く
場
合
の
必
要
記
載
事
項

⑥
マ
ニ
ュ
ア
ル
ど
お
り
整
備
点
検
の

旨
標
示

(2
)
着
用
者
の
体
格
の
範
囲
が
指
定

さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
指
定
範
囲

が
標
示
さ
れ
る
こ
と
。

(3
)必

要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て

は
定
め
ら
れ
た
有
効
期
限
が
標
示
さ

れ
る
こ
と
。

本
体
に
は
必
要
最
小
限
の

標
示
を
要
求
。

9
 

1
 

膨
脹
試
験
（
膨
脹
式
の
も
の
に
限
る
）

供
試
体
に
備
付
け
の
ガ
ス
及
び
充
て
ん
装
置
を
用
い
、

1
個
の
供
試
体
を
膨

脹
さ
せ
る
。

9
 

1
 

人
体
に
対
し
て
無
害
な
気
体
を
使
用
し

て
、
索
を
引
く
こ
と
そ
の
他
同
様
に
簡
単

か
つ
効
果
的
な
方
法
に
よ
り
自
動
的
に

膨
張
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
5
3
条
第

2
項
第

1
号

（
削
除
理
由
）

膨
脹

式
は

、
技

術
的

に
も

複
雑
で
、
レ
ジ
ャ
ー
で
使
用

す
る
際

に
も
検

定
品

を
推

奨
す

る
こ
と
か
ら
、
膨

脹
式

は
当

該
試

験
の

非
対

象

外
。

32



32

態
で
、

L
1
以
外
は
供
試
体
を
押
さ
え
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、

L
C

2
に
関
し
て
は
当
該
試
験
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

奨
す
る
こ
と
か
ら
、
膨
脹
式

は
当
該
試
験
の
対
象
外
。

2
浮
遊
試
験

供
試
体

(膨
脹
式
の
場
合
に
は
膨
脹
し
て
い
な
い
供
試
体

)を
着
用
し
た
被

験
者
が
、
淡
水
中
で
力
を
抜
い
た
状
態
で
の
、
浮
遊
姿
勢
を
調
べ
る
。

但
し
、

L
C

2
に
関
し
て
は
マ
ネ
キ
ン

3
体
で
代
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

被
験
者
が
、
安
全
に
呼
吸
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

7
 

1

外
観
検
査

供
試
体
の
外
観
及
び
構
造
に
つ
い
て
､仕

様
書
及
び
図
面
と
照
合
し
な
が
ら

検
査
す
る
。

7

1
( 1

)
仕
様
書
及
び
図
面
ど
お
り
で
あ
る
こ

と
。

(2
)縫

製
等
の
仕
上
が
り
が
良
好
で
あ
る

こ
と
。

第
5
3
条
第

1
項
第

1
号

2
供
試
体
へ
の
再
帰
反
射
材
の
貼
付
状
況
を
調
べ
る
。

(第
5
8
条
の

2
第

2
項

の
適
用
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
除
く
。

)

2

(1
)
合

計
面

積
が

1
0
0
cm

2
以

上
の
再

帰
反

射
材

を
で
き
る
限

り
供

試
体

の
上

部
に
分
散
し
て
貼
り
付
け
て
い
る
こ
と
。

(2
)
裏

返
し
で
も
着

用
で
き
る
も
の
に
あ

っ
て
は

、
(1

)の
方

法
に
よ
り
再

帰
反

射

材
を
両
面
に
貼
り
付
け
て
い
る
こ
と
。

第
5
8
条
の

2
 

（
削
除
理
由
）

レ
ジ
ャ
ー
用
で
あ
り
、
短
時

間
で
の
救
助
を
想
定
し
て

い
る
こ
と
か
ら
再
帰
反
射
材

は
要
求
し
な
い
。

（
夜
間
の
使
用
は
避
け
る
旨

を
標
示
）

8
 

1

標
示
検
査

供
試
体
に
標
示
さ
れ
る
項
目
を
確
認
す
る
。

8

1
(1

)
次
の
事
項
が
標
示
さ
れ
る
こ
と
。

①
物
件
の
名
称

②
物
件
の
型
式

③
ロ
ッ
ト
番
号
又
は
製
造
番
号
年
月

③
製
造
年
月

④
製
造
番
号

未
定
の
場
合
は
、
標
示
す

る
場
所
が
確
保
さ
れ
る
こ

と
。

第
6
4
条

（
削
除
・
追
加
理
由
）
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⑤
 
④
製
造
者

 

⑥
搭
載
す
る
小
型
船
舶
の
船
名
、
船

舶
番
号
又
は
船
舶
所
有
者
名

 

⑦
 
⑤
規
格
表
示

(例
：
L
1
)：
新
規

 

⑥
レ
ジ
ャ
ー
用
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
は
、
小

型
船
舶
安
全
規
則
に
適
合
し
て
い
な

い
。

⑥
⑦
使
用
期
間
等
、
使
用
条
件
に
制

限
が
付
く
場
合
の
必
要
記
載
事
項

⑥
マ
ニ
ュ
ア
ル
ど
お
り
整
備
点
検
の

旨
標
示

 

(2
) 
着
用
者
の
体
格
の
範
囲
が
指
定

さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
指
定
範
囲

が
標
示
さ
れ
る
こ
と
。

 

(3
)必

要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て

は
定
め
ら
れ
た
有
効
期
限
が
標
示
さ

れ
る
こ
と
。

 

本
体
に
は
必
要
最
小
限
の

標
示
を
要
求
。

 

9
 

1
 

膨
脹
試
験
（
膨
脹
式
の
も
の
に
限
る
）
 

供
試
体
に
備
付
け
の
ガ
ス
及
び
充
て
ん
装
置
を
用
い
、

1
個
の
供
試
体
を
膨

脹
さ
せ
る
。

 

9
 

1
 

人
体
に
対
し
て
無
害
な
気
体
を
使
用
し

て
、
索
を
引
く
こ
と
そ
の
他
同
様
に
簡
単

か
つ
効
果
的
な
方
法
に
よ
り
自
動
的
に

膨
張
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

第
5
3
条
第

2
項
第

1
号

 

（
削
除
理
由
） 

膨
脹

式
は

、
技

術
的

に
も

複
雑
で
、
レ
ジ
ャ
ー
で
使
用

す
る
際

に
も
検

定
品

を
推

奨
す

る
こ
と
か
ら
、
膨

脹
式

は
当

該
試

験
の

非
対

象

外
。
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1
0
 

1
 

耐
圧
試
験

 
（膨

脹
式
の
も
の
に
限
る
） 

1
個
の
供
試
体
に
常
用
圧
力
の
２
倍
の
圧
力
を
加
え
、
異
常
の
有
無
を
調
べ

る
。

 

1
0
 

1
 

破
裂

、
は
が
れ
、
そ
の
他

の
異

常
が
生

じ
な
い
こ
と
。

 

第
5
3
条
第

1
項
第

1
号

 

（
削
除
理
由
） 

膨
脹

式
は

、
技

術
的

に
も

複
雑
で
、
レ
ジ
ャ
ー
で
使
用

す
る
際

に
も
検

定
品

を
推

奨
す

る
こ
と
か
ら
、
膨

脹
式

は
当

該
試

験
の

非
対

象

外
。

 

1
1
 

材
料
及
び
部
品
試
験

  

次
の
試

験
は
､供

試
体

の
各

部
分
を
構
成

す
る
材
料
の
組
成

又
は
工
作

法

が
特

殊
な
場
合

で
あ
っ
て
､書

類
に
よ
る
特

性
判

断
等

の
結
果
か
ら
必

要
と

認
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
行
う
。

 

(例
)材

料
に
金

属
を
使

用
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
､塩

類
に
よ
る
物
性

の
変

化

が
予
想
さ
れ
る
も
の
な
ど
。

 

1
1
 

第
5
3
条
第

1
項
第

1
号

 

第
5
3
条
第

1
項
第
７
号

 

（
削
除
理
由
） 

供
試
体
の
材
料
の
組
成
、

又
は
工
作
方
法
の
特
殊
性

を
有
す
る
場
合
に
実
施
す

る
が
、
レ
ジ
ャ
ー
用
の
場
合

は
、
浮
力
及
び
強
度
等
の

一
般
的
事
項
の
み
試
験
を

実
施
す
る
。

 

1
 

塩
水
噴
霧
試
験

 

塩
類
に
よ
り
物
性
が
変
化
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
､試

験
片

3
個
に
つ
い

て
､J

IS
 Z

 2
3
7
1
に
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
塩
水
噴
霧
試
験
を

7
2
時
間
行

い
､浮

力
の
変
化
率
､引

張
り
強
さ
の
減
少
率
を
測
定
す
る
。

 

1
1
 

1
 

( 1
) 
浮
力
の
減
少
率
は
５
％
以
内
で
あ

る
こ
と
。

 

(2
) 
引

張
強

度
の
減

少
率

は
１
０
％

以

内
で
あ
る
こ
と
。

 

(削
除
理
油

) 

材
料
及
び
部
品
試
験
に
同

じ
。

 

本
項
目
は
環
境
試
験
に
該

当
す
る
項
目
で
あ
り
、
ユ
ー

ザ
ー
へ
の
点
検
等
の
周
知

で
対
応
可
能
の
た
め
省

略
。
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2

耐
寒
試
験

低
温
の
環
境
下
で
物
性
が
変
化
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
適
当
な
試
験

片
を
６
個
採
取
し
、
温
度
－

3
0±

5
℃
の
恒
温
槽
内
に
１
時
間
放
置
し
た
後

取
り
出
し
、
試
験
片

3
個
に
つ
い
て
は
浮
力
の
減
少
率
を
調
べ
、
他
の

3
個

に
つ
い
て
は
す
ば
や
く
手
で

1
8
0
度
に
折
り
重
ね
、
異
常
の
有
無
を
調
べ

る
。

1
1

2

(1
)
浮
力
の
減
少
率
は
５
％
以
内
で
あ

る
こ
と
。

(2
)
亀
裂
、
そ
の
他
の
異
常
が
生
じ
な

い
こ
と
。

(削
除
理
油

)

材
料
及
び
部
品
試
験
に
同

じ
。

本
項
目
は
環
境
試
験
に
該

当
す
る
項
目
で
あ
り
、
ユ
ー

ザ
ー
へ
の
点
検
等
の
周
知

で
対
応
可
能
な
た
め
省

略
。

3

耐
熱
試
験

高
温
の
環
境
下
で
物
性
が
変
化
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
適
当
な
試
験
片
を

６
個
採
取
し
、
温
度
＋

60
±

5
℃
の
恒
温
槽
内
に
１
時
間
放
置
し
た
後
取
り

出
し
、
試
験
片

3
個
に
つ
い
て
は
浮
力
の
減
少
率
を
調
べ
、
他
の

3
個
に
つ

い
て
は
す
ば
や
く
手
で

1
80

度
に
折
り
重
ね
、
異
常
の
有
無
を
調
べ
る
。

1
1

3

(1
)
浮
力
の
減
少
率
は
５
％
以
内
で
あ

る
こ
と
。

(2
)
亀
裂
、
そ
の
他
の
異
常
が
生
じ
な

い
こ
と
。

材
料
及
び
部
品
試
験
に
同

じ
。

本
項
目
は
環
境
試
験
に
該

当
す
る
項
目
で
あ
り
、
ユ
ー

ザ
ー
へ
の
点
検
等
の
周
知

で
対
応
可
能
な
た
め
省

略
。

4

気
密
試
験

気
体
密
封
式
の
浮
力
体
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
浮
力
体
を
構
成

す
る
フ
ィ
ル
ム
に
つ
い
て
ＪＩ
Ｓ

Ｋ
７
１
２
６
に
定
め
る
差
圧
法
又
は
こ
れ
と
同

等
と
認
め
ら
れ
る
方
法
に
よ
り
気
体
透
過
度
を
測
定
す
る
。

1
1

4
気

体
透

過
度

は
24

時
間

当
り

30
0
0
cc

／
㎡
以
下
で
あ
る
こ
と
。

(削
除
理
由

)

気
体
密
封
式
の
レ
ジ
ャ
ー

用
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
は
想

定
し
な
い
対
象
外
。

5

老
化
試
験

気
体
密
封
式
の
浮
力
体
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
浮
力
体
を
構

成
す
る
フ
ィ
ル
ム
に
つ
い
て
ＪＩ
Ｓ

Ｋ
６
２
５
７
に
準
拠
し
て
、
ギ
ヤ
ー
式
老
化

試
験
器
に
よ
り
温
度
＋

7
0
±

1℃
で

7
2
時
間
放
置
し
た
後
取
り
出
し
、
す
ば

や
く
手
で

1
8
0
度
に
折
り
重
ね
、
異
常
の
有
無
を
調
べ
る
。

1
1

5
( 1

)
粘
着
、
硬
化
、
亀
裂
な
ど
異
常
が

生
じ
な
い
こ
と
。

(2
)
破
断
強
さ
は
原
強
の

9
0％

以
上
あ

る
こ
と
。

(削
除
理
由

)

気
体
密
封
式
の
レ
ジ
ャ
ー

用
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
は
想

定
し
な
い
対
象
外
。

6

耐
圧
試
験

気
体
密
封
式
の
浮
力
体
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
浮
力
体
に
常

1
1

6
破
裂
、
は
が
れ
、
そ
の
他
の
異
常
が
生

(削
除
理
由

)

気
体
密
封
式
の
レ
ジ
ャ
ー
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1
0
 

1
 

耐
圧
試
験

（膨
脹
式
の
も
の
に
限
る
）

1
個
の
供
試
体
に
常
用
圧
力
の
２
倍
の
圧
力
を
加
え
、
異
常
の
有
無
を
調
べ

る
。

1
0

1
 

破
裂

、
は
が
れ
、
そ
の
他

の
異

常
が
生

じ
な
い
こ
と
。

第
5
3
条
第

1
項
第

1
号

（
削
除
理
由
）

膨
脹

式
は

、
技

術
的

に
も

複
雑
で
、
レ
ジ
ャ
ー
で
使
用

す
る
際

に
も
検

定
品

を
推

奨
す

る
こ
と
か
ら
、
膨

脹
式

は
当

該
試

験
の

非
対

象

外
。

1
1

材
料
及
び
部
品
試
験

次
の
試

験
は
､供

試
体

の
各

部
分
を
構
成

す
る
材
料
の
組
成

又
は
工
作

法

が
特

殊
な
場
合

で
あ
っ
て
､書

類
に
よ
る
特

性
判

断
等

の
結
果
か
ら
必

要
と

認
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
行
う
。

(例
)材

料
に
金

属
を
使

用
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
､塩

類
に
よ
る
物
性

の
変

化

が
予
想
さ
れ
る
も
の
な
ど
。

1
1

第
5
3
条
第

1
項
第

1
号

第
5
3
条
第

1
項
第
７
号

（
削
除
理
由
）

供
試
体
の
材
料
の
組
成
、

又
は
工
作
方
法
の
特
殊
性

を
有
す
る
場
合
に
実
施
す

る
が
、
レ
ジ
ャ
ー
用
の
場
合

は
、
浮
力
及
び
強
度
等
の

一
般
的
事
項
の
み
試
験
を

実
施
す
る
。

1
 

塩
水
噴
霧
試
験

塩
類
に
よ
り
物
性
が
変
化
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
､試

験
片

3
個
に
つ
い

て
､J

IS
 Z

 2
3
7
1
に
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
塩
水
噴
霧
試
験
を

7
2
時
間
行

い
､浮

力
の
変
化
率
､引

張
り
強
さ
の
減
少
率
を
測
定
す
る
。

1
1

1
 

(1
)
浮
力
の
減
少
率
は
５
％
以
内
で
あ

る
こ
と
。

(2
)
引

張
強

度
の
減

少
率

は
１
０
％

以

内
で
あ
る
こ
と
。

(削
除
理
油

)

材
料
及
び
部
品
試
験
に
同

じ
。

本
項
目
は
環
境
試
験
に
該

当
す
る
項
目
で
あ
り
、
ユ
ー

ザ
ー
へ
の
点
検
等
の
周
知

で
対
応
可
能
の
た
め
省

略
。
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2
 

耐
寒
試
験

 

低
温
の
環
境
下
で
物
性
が
変
化
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
適
当
な
試
験

片
を
６
個
採
取
し
、
温
度
－

3
0±

5
℃
の
恒
温
槽
内
に
１
時
間
放
置
し
た
後

取
り
出
し
、
試
験
片

3
個
に
つ
い
て
は
浮
力
の
減
少
率
を
調
べ
、
他
の

3
個

に
つ
い
て
は
す
ば
や
く
手
で

1
8
0
度
に
折
り
重
ね
、
異
常
の
有
無
を
調
べ

る
。

 

1
1
 

2
 

(1
) 
浮
力
の
減
少
率
は
５
％
以
内
で
あ

る
こ
と
。

 

(2
) 
亀
裂
、
そ
の
他
の
異
常
が
生
じ
な

い
こ
と
。

 

(削
除
理
油

) 

材
料
及
び
部
品
試
験
に
同

じ
。

 

本
項
目
は
環
境
試
験
に
該

当
す
る
項
目
で
あ
り
、
ユ
ー

ザ
ー
へ
の
点
検
等
の
周
知

で
対
応
可
能
な
た
め
省

略
。

 

3
 

耐
熱
試
験

 

高
温
の
環
境
下
で
物
性
が
変
化
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
適
当
な
試
験
片
を

６
個
採
取
し
、
温
度
＋

60
±

5
℃
の
恒
温
槽
内
に
１
時
間
放
置
し
た
後
取
り

出
し
、
試
験
片

3
個
に
つ
い
て
は
浮
力
の
減
少
率
を
調
べ
、
他
の

3
個
に
つ

い
て
は
す
ば
や
く
手
で

1
80

度
に
折
り
重
ね
、
異
常
の
有
無
を
調
べ
る
。

 

1
1
 

3
 

(1
) 
浮
力
の
減
少
率
は
５
％
以
内
で
あ

る
こ
と
。

 

(2
) 
亀
裂
、
そ
の
他
の
異
常
が
生
じ
な

い
こ
と
。

 

材
料
及
び
部
品
試
験
に
同

じ
。

 

本
項
目
は
環
境
試
験
に
該

当
す
る
項
目
で
あ
り
、
ユ
ー

ザ
ー
へ
の
点
検
等
の
周
知

で
対
応
可
能
な
た
め
省

略
。

 

4
 

気
密
試
験

  

気
体
密
封
式
の
浮
力
体
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
浮
力
体
を
構
成

す
る
フ
ィ
ル
ム
に
つ
い
て
ＪＩ
Ｓ

 
Ｋ

 
７
１
２
６
に
定
め
る
差
圧
法
又
は
こ
れ
と
同

等
と
認
め
ら
れ
る
方
法
に
よ
り
気
体
透
過
度
を
測
定
す
る
。

  

1
1
 

4
 

気
体

透
過

度
は

24
時

間
当

り
30

0
0
cc

／
㎡
以
下
で
あ
る
こ
と
。

 

(削
除
理
由

) 

気
体
密
封
式
の
レ
ジ
ャ
ー

用
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
は
想

定
し
な
い
対
象
外
。

 

5
 

老
化
試
験

 

気
体
密
封
式
の
浮
力
体
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
浮
力
体
を
構

成
す
る
フ
ィ
ル
ム
に
つ
い
て
ＪＩ
Ｓ

 
Ｋ

 
６
２
５
７
に
準
拠
し
て
、
ギ
ヤ
ー
式
老
化

試
験
器
に
よ
り
温
度
＋

7
0
±

1℃
で

7
2
時
間
放
置
し
た
後
取
り
出
し
、
す
ば

や
く
手
で

1
8
0
度
に
折
り
重
ね
、
異
常
の
有
無
を
調
べ
る
。

 

1
1
 

5
 

( 1
) 
粘
着
、
硬
化
、
亀
裂
な
ど
異
常
が

生
じ
な
い
こ
と
。

 

(2
) 
破
断
強
さ
は
原
強
の

9
0％

以
上
あ

る
こ
と
。

 

(削
除
理
由

) 

気
体
密
封
式
の
レ
ジ
ャ
ー

用
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
は
想

定
し
な
い
対
象
外
。

 

6
 

耐
圧
試
験

  

気
体
密
封
式
の
浮
力
体
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
浮
力
体
に
常

1
1
 

6
 

破
裂
、
は
が
れ
、
そ
の
他
の
異
常
が
生

(削
除
理
由

) 

気
体
密
封
式
の
レ
ジ
ャ
ー
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用
圧
力
の

2
倍
の
圧
力
を
加
え
、
異
常
の
有
無
を
調
べ
る
。

 
じ
な
い
こ
と
。

 
用
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
は
想

定
し
な
い
対
象
外
。

 

7
 

そ
の
他
の
材
料
試
験

 

気
室
布
に
対
し
て
他
動
的
損
傷
が
生
じ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
気
室
布

の
材
料
の
物
性
に
応
じ
、
耐
磨
耗
性
試
験
、
耐
衝
撃
性
試
験
、
耐
貫
通
性

試
験
、
引
張
試
験
、
引
裂
き
試
験
、
接
着
力
試
験
、
温
度
繰
返
し
試
験
、
防

バ
イ
試
験
、
耐
加
水
分
解
性
試
験
の
い
ず
れ
か
又
は
全
て
の
試
験
を
実
施

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
試
験
の
方
法
は

JＩ
Ｓ
規
格
等
に
準
拠
す
る
。

 

1
1
 

7
 

本
基
準
の
他
の
試
験
項
目
に
お
け
る

判
定
基
準
等
を
参
考
と

 
し
、
決
定
す

る
。

 

(削
除
理
由

) 

材
料
に
関
す
る
特
殊
試
験

は
、
レ
ジ
ャ
ー
用
ラ
イ
フ
ジ

ャ
ケ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
か
ら
実

施
し
な
い
。

 

1
2
 

１
 

使
用
方
法
及
び
点
検
方
法
に
つ
い
て
の
指
示

 

適
当
な
使
用
方
法
及
び
点
検
方
法
が
、
指
示
と
し
て
添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

1
2
 

1
 

指
示
内
容
が
適
当
で
あ
る
こ
と
。

 

（
新
規
追
加
理
由
） 

使
用
方
法
及
び
点
検
方
法

に
つ
い
て
は
、
本
体
に
標

示
す
る
こ
と
が
困
難
な
こ
と

か
ら
、
別
途
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

を
添
付
。

 

（
１
）
吊
り
下
げ
部
の
強
度
試
験
方
法

（
２
）
胴
部
の
強
度
試
験
方
法

 

首
掛

け
式

 
チ

ョ
ッ

キ
式

 
 

首
掛

け
式

チ
ョ
ッ
キ
式
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５. 適合性確認についての案及び意見

一般的に市販される製品が要求される技術基準等に満足しているか否かについては、

製造者が自らが確認する自己認証と、第三者機関による認証を行う第三者認証制度が存

在する。船舶安全関係法令の適用を受けないレジャー用ライフジャケットの認証制度の

検討については、ライフジャケットという生命を繋ぐ製品特性等に鑑みると、第三者機

関の認証が望ましい。第三者機関が性能確認検査を実施することは、確認検査の公平

性・透明性がより確保されることから、社会的に認められやすく、結果としてレジャー

用ライフジャケットの普及に効果的に働くものと思料される。

レジャー用ライフジャケットの性能確認検査について、第三者機関が実施する場合に

想定されるスキームの概要は、次のとおりと考えられる。

レジャー用ライフジャケットが市場に供給される場合は、通常、大量生産方式により

供給されることから、性能確認の方法は、量産前の「プロトタイプ検査」と、量産体制

で出荷される製品のプロトタイプとの「同一仕様品検査」に区別される。これら２種類

の検査はセットで実施し、中立性が明確である第三者機関が一貫して「プロトタイプ検

査」と「同一仕様品検査」の双方を認証することが望ましい。一貫検査を実施すること

によって粗悪品の市場供給が排除され、検査の公平性が担保されるとともに、社会的認

知度も向上し、ひいては当該制度の普及によって安全性の向上に寄与することとなる。

検査方法の案としては、量産前の「プロトタイプ検査」に関しては、プロトタイプ製

品を使用して全ての性能確認試験を実施する。その後、当該製品の量産品となる製品に

より、性能確認試験基準の一部の試験を実施し、同一仕様品の確認を行うという方法で

ある。当該検査は、試験項目毎に、母集団を決め抜取検査で確認することとなる。以上

の検査方法のスキームの案を図５-１に示す。

レジャー用ライフジャケットの第三者認証制度については、認証団体が最終決定すべ

きもので委員会決定事項の対象外であり、制度の運用が始まった際には、本制度を利用

する関係者等と十分に協議し、レジャー用ライフジャケットの性能基準を満たさない製

品が市場に出ないよう、レジャー用ライフジャケットの利用者の安全性向上を図るべき

である。
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36

用
圧
力
の

2
倍
の
圧
力
を
加
え
、
異
常
の
有
無
を
調
べ
る
。

じ
な
い
こ
と
。

用
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
は
想

定
し
な
い
対
象
外
。

7
そ
の
他
の
材
料
試
験

気
室
布
に
対
し
て
他
動
的
損
傷
が
生
じ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
気
室
布

の
材
料
の
物
性
に
応
じ
、
耐
磨
耗
性
試
験
、
耐
衝
撃
性
試
験
、
耐
貫
通
性

試
験
、
引
張
試
験
、
引
裂
き
試
験
、
接
着
力
試
験
、
温
度
繰
返
し
試
験
、
防

バ
イ
試
験
、
耐
加
水
分
解
性
試
験
の
い
ず
れ
か
又
は
全
て
の
試
験
を
実
施

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
試
験
の
方
法
は

JＩ
Ｓ
規
格
等
に
準
拠
す
る
。

1
1

7

本
基
準
の
他
の
試
験
項
目
に
お
け
る

判
定
基
準
等
を
参
考
と

し
、
決
定
す

る
。

(削
除
理
由

)

材
料
に
関
す
る
特
殊
試
験

は
、
レ
ジ
ャ
ー
用
ラ
イ
フ
ジ

ャ
ケ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
か
ら
実

施
し
な
い
。

1
2

１

使
用
方
法
及
び
点
検
方
法
に
つ
い
て
の
指
示

適
当
な
使
用
方
法
及
び
点
検
方
法
が
、
指
示
と
し
て
添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

1
2

1
指
示
内
容
が
適
当
で
あ
る
こ
と
。

（
新
規
追
加
理
由
）

使
用
方
法
及
び
点
検
方
法

に
つ
い
て
は
、
本
体
に
標

示
す
る
こ
と
が
困
難
な
こ
と

か
ら
、
別
途
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

を
添
付
。

（
１
）
吊
り
下
げ
部
の
強
度
試
験
方
法

（
２
）
胴
部
の
強
度
試
験
方
法

首
掛

け
式

チ
ョ

ッ
キ

式
首

掛
け

式
チ
ョ
ッ
キ
式
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５. 適合性確認についての案及び意見

一般的に市販される製品が要求される技術基準等に満足しているか否かについては、

製造者が自らが確認する自己認証と、第三者機関による認証を行う第三者認証制度が存

在する。船舶安全関係法令の適用を受けないレジャー用ライフジャケットの認証制度の

検討については、ライフジャケットという生命を繋ぐ製品特性等に鑑みると、第三者機

関の認証が望ましい。第三者機関が性能確認検査を実施することは、確認検査の公平

性・透明性がより確保されることから、社会的に認められやすく、結果としてレジャー

用ライフジャケットの普及に効果的に働くものと思料される。 

レジャー用ライフジャケットの性能確認検査について、第三者機関が実施する場合に

想定されるスキームの概要は、次のとおりと考えられる。 

レジャー用ライフジャケットが市場に供給される場合は、通常、大量生産方式により

供給されることから、性能確認の方法は、量産前の「プロトタイプ検査」と、量産体制

で出荷される製品のプロトタイプとの「同一仕様品検査」に区別される。これら２種類

の検査はセットで実施し、中立性が明確である第三者機関が一貫して「プロトタイプ検

査」と「同一仕様品検査」の双方を認証することが望ましい。一貫検査を実施すること

によって粗悪品の市場供給が排除され、検査の公平性が担保されるとともに、社会的認

知度も向上し、ひいては当該制度の普及によって安全性の向上に寄与することとなる。 

検査方法の案としては、量産前の「プロトタイプ検査」に関しては、プロトタイプ製

品を使用して全ての性能確認試験を実施する。その後、当該製品の量産品となる製品に

より、性能確認試験基準の一部の試験を実施し、同一仕様品の確認を行うという方法で

ある。当該検査は、試験項目毎に、母集団を決め抜取検査で確認することとなる。以上

の検査方法のスキームの案を図５-１に示す。 

 レジャー用ライフジャケットの第三者認証制度については、認証団体が最終決定すべ

きもので委員会決定事項の対象外であり、制度の運用が始まった際には、本制度を利用

する関係者等と十分に協議し、レジャー用ライフジャケットの性能基準を満たさない製

品が市場に出ないよう、レジャー用ライフジャケットの利用者の安全性向上を図るべき

である。 
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図５-１ 第三者認証制度における適合性確認のイメージ 
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項目について検査実施 

同一仕様品検査 

 

ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟと同一であることの 

確認検査実施  ② 

① 開発品が性能確認試験基準に適合すること

を承認する。

ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ承認  ① 

② 受検数の中から供試体を抜き取り、外観検

査、強度試験等の確認検査を行う。

確認検査は、性能確認試験基準から同一性

の確認のために必要と考えられる項目を選

択して行う。

検査合格  ③ 

③ 同一仕様品（量産品）の検査合格を以って、

性能確認試験基準に適合したマークを付し

た製品を出荷することができる。

以上の抜取り検査に加え、メーカーの品質

管理による効果も勘案し、スキームの詳細を

検討する必要がある。
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６. レジャー用ライフジャケットの標示方法の案及び意見

委員会では、性能基準等に適合している場合の標示方法について検討された。レジ

ャー用ライフジャケットの利用者に、その利用目的や利用環境に応じた性能を有する

レジャー用ライフジャケットを利用してもらうためには、製品がどのような性能基準

を満足しており、それが第三者により認証されていることを限られたスペースの中で

わかりやすく標示する必要がある。

以下に、大人用と子供用の標示の案を示す。この標示は、右側の浮力及び推奨され

る使用水域例の表、左側のシンボルマーク及び認証機関印から構成される。

右側の表は、浮力と使用水域例はセットであり、製品がどのグレードに該当するか

が明確にわかるように表形式としている。また、使用水域例は、推奨される使用水域

の事例であって使用する水域を限定するわけではない。この使用水域例の記載内容は、

浮力にあった内容がレジャー毎に標記されるが、具体的な書きぶりについては、さら

に検討が必要である。

左側には、認証機関毎のシンボルマール及び機関印が標示される。どの機関認証に

申請するかによって、シンボルマーク及び機関印が異なることになるが、日本小型船

舶検査機構が第三者機関として性能確認を行う場合には、それが明確にわかるよう印

象的なシンボルマーク（ペンギンマークは案）が標示される予定である。（現在、検

討中。）

なお、本標示内容については、レジャー用ライフジャケットの性能確認試験基準の

標示検査で確認される。

【標示例】

大人用

浮力（㎏） 使用水域例

★ 11.7 ●●●●

7.5 ▲▲▲▲

5.85 ☓☓☓☓

子供用

浮力（㎏） 推奨体重

★ 5 15 ㎏以上 40 ㎏未満

4 15 ㎏未満

※表に記載するタイプ区分（案）

Ｌ１⇒【大人用（●●）：浮力11.7㎏】 Ｌ２⇒【大人用（▲▲）：浮力7.5㎏】 Ｌ３⇒【大人用（☓☓）：浮力5.85㎏】

ＬＣ１⇒【子供用（体重 15 ㎏以上 40 ㎏未満）：浮力 5 ㎏】 ＬＣ２⇒【子供用（体重 15 ㎏未満）：浮力 4 ㎏】
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委員会では、標示に関して種々意見交換がなされた。以下その一部を示す。 

 シンボルマークは、親しみ易さも重要であるが、権威付けの視点も重要でないか。 

 レジャー毎に使用水域に対する概念が異なり、一律に標示することは難しい。

 使用水域が無く、浮力の数字のみの表示だけでは、一般のユーザーに理解しづら

い。

 法定の救命胴衣と混同しないようにする必要がある。

 使用水域の表現如何では、必要以上に使用条件を絞ることになりかねない。

 標示場所（通常は、ライフジャケットの内側）によっては、見えないのではない

か。
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７. 業界関係者等による普及のための取組み

今回の事業成果として、適正なレジャー用ライフジャケットが普及していくためには、

性能に関する基準を作成すること、販売される個々の製品がその基準を満足することを

担保するシステムが構築されていること、更に、利用者に当該製品を選択してもらうた

めに、製品にわかり易い標示を付すこと、これに加え、性能基準、製品の適合確認シス

テム及び標示について、利用者に対し効果的に情報提供(広報)を行うことが必要である。

性能基準、製品の適合確認システム及び標示については、委員会の検討結果が前述の

とおりとりまとめられたところであるが、ここではレジャー用ライフジャケットの普及

のために重要な情報提供（広報）のために、関係者がそれぞれの立場で取り組んでいく

べき点について取りまとめた。

(1)販売店等の知識の向上

利用者と直接接する販売事業者自身が、当該制度に関する説明を利用者に対して十

分に行える必要がある。そのため、本基準を利用しようとする者は、販売店を対象と

した勉強会を開催するなど、本制度及びレジャー用ライフジャケットに関する知識習

得（性能、システム、標示等）のためのサポートを行う。また、利用者への説明のた

め販売店で活用される広報用の分かり易い資料等を準備することが望ましい。

(2)イベント等による利用者への直接の働きかけ

当該制度を広く一般の人々に広報するとともに、レジャー用ライフジャケットの認

知度を効果的に向上させる必要があるため、さまざまな地域・場所でのイベントを開

催したり参加するなどで、当該制度や製品の広報に積極的に取組んでいくことが望ま

しい。イベントにおいては、製品を直接展示し、利用者が試着し着心地や性能を体感

できるようすると更に効果的である。

(3)WEB サイト等による広報

広報に当たっては、利用者が目にし易い媒体として、ＷＥＢサイト（リンクを十分に

活用）や業界紙等の活用が効果的である。

(4)プレス発表

当委員会の報告書がまとまり、認証システムの目途が立った段階で、プレス発表を行

い当委員会の成果の周知に努める。

以上のような取組みにより、十分な性能を有するレジャー用ライフジャケットの普及

を図り、海難、水難事故の減少に委員会関係者一丸となって取り組んでいくものとする。
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８. 今後の課題

(1)着用率向上の取組み 

レジャー用ライフジャケットは、水難、海難事故の恐れのあるレジャーの現場におい

て、一人でも多くの者に着用してもらうことが重要である。 

これまでも、着用促進の取組みは、種々行われてきているところであるが、より広範

なレジャーを対象に、より多くの方々(特に子供)に実際に着用してもらえるよう、更な

る取組みが必要である。 

今回の性能基準の普及と着用率の向上が相まってこそ、海洋レジャーのより一層の安

全確保が達成できるものと思料される。 

(2)自主的な回収システムの検討 

いかに厳重な基準や確認システムを構築したとしても、既に販売された製品に重大な

不具合や不良が発生する確率を完全にゼロとすることは不可能である。 

このため、自動車等、法的に回収制度（いわゆるリコール）が義務化されている分野

もあるが、法的な義務はない分野でも、自主的な回収に取り組んでいる業界もある (マ

リン事業協会のマリン製品回収業界自主制度)。レジャー用ライフジャケットについて

も、将来的な課題として、既に流通している製品について、重大な不具合や不良のおそ

れが生じた場合に、製造者が自主的な回収及び是正を行うシステムを構築することが望

まれる。 

このようなシステムを構築することで、社会的な認知及び信頼度が向上するものと思

料される。 
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９. 結言

レジャー用の個人用浮遊具には各種の製品がある。その中には、浮力や強度が必ずし

も十分とは言えない「粗悪品」も流通する可能性がある。しかしながらこれまでは、こ

うした製品の善し悪しを判断する基準も無く、何が「粗悪品」か不明であった。レジャ

ー用ライフジャケットは、法律で備え付けが要求される「法定備品」ではない。そのた

め、この基準を普及させるには、一般の利用者が、この基準を満たす製品と、そうでな

い製品を識別できることが重要である。

レジャー用ライフジャケット（個人用浮遊具）も、救命器具の一種であり、装着によ

り確実に安全に寄与することが重要である。そのためには、一定の性能を有する必要が

あり、本調査研究では、この「一定の性能」を「性能確認試験基準」として明らかにす

ることにした。

レジャー用ライフジャケットは、釣り、ボートフィッシング、海水浴、カヌー、ラフ

ティングなど幅広い用途で大人から子供まで利用されており、本委員会の成果により、

その用途や使用環境に応じた性能が確保され、さらに、利用者自身が楽しむレジャーに

あったライフジャケットを選択できることにより、レジャーの安全性向上に大きく寄与

することを期待したい。
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８. 今後の課題
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なレジャーを対象に、より多くの方々(特に子供)に実際に着用してもらえるよう、更な
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このようなシステムを構築することで、社会的な認知及び信頼度が向上するものと思

料される。
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９. 結言
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り確実に安全に寄与することが重要である。そのためには、一定の性能を有する必要が

あり、本調査研究では、この「一定の性能」を「性能確認試験基準」として明らかにす

ることにした。 

レジャー用ライフジャケットは、釣り、ボートフィッシング、海水浴、カヌー、ラフ

ティングなど幅広い用途で大人から子供まで利用されており、本委員会の成果により、

その用途や使用環境に応じた性能が確保され、さらに、利用者自身が楽しむレジャーに

あったライフジャケットを選択できることにより、レジャーの安全性向上に大きく寄与

することを期待したい。 
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レジャー用ライフジャケットの性能確認試験基準

レジャー用ライフジャケットの性能確認試験基準は、平成26年度に日本小型船舶検査

機構を事務局とする「レジャーで使用する個人用の浮力補助具に関する業界の性能

基準策定に係る委員会」）を策定主体として検討されたものである。
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レジャー用ライフジャケットの性能確認試験基準 

レジャー用ライフジャケットの性能確認試験基準は、平成26年度に日本小型船舶検

査機構を事務局とする「レジャーで使用する個人用の浮力補助具に関する業界の

性能基準策定支援技術委員会」を策定主体として検討されたものである。 
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